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恐
珊

叢

給
付
能

ヵ
原
則

の
適

用

農
業
螢
働

問
題

・

中
世
都
市

の
獲
達

時

給
㎜

我
国

の
地

方
税

を
論
…ず

}説

苑

入
時
間
労

働
制

の
浴
革

小
學
教
育
養

の
研
究

・

・

井
リ

ヤ

ム
・
タ

ム
ス
ン
の
分
配
論

・

難
四

一蘇

住
居
統
計
概
説

・

伯
林

に
於
け

る
乳
兄
死
亡
傘

・

戦
後
英

吉
利

の
経
済
状
態

日
英

米

の
海
電
・協
定

・

.

.

.

法
學
博
士

法
學
博
士

文
學
博
士

注
學
博
士

法
學
博
士

経
済
學
士

経
済
學
士

渋
墨
樽
上

甑

學

士

油

墨

士

法

學

士

帥

戸

正

雄

河

田

嗣

郎

三

浦

周

行

小
川
郷
太

郎

山
本
美
越

乃

小
山

田
小

七

堀

脛

夫

財

部

静

治

汐

見

三

郎

小
島

昌
太
郎

小
島

昌
太
郎

、

帽



『

.

寺

;
旧
…

訊
孟添

我

国

の

地

方

税

を

論

ず

小

川

郷

太

郎

第

幽

緒

1=1

我
国
の
地
方
財
政
は
、
輕
盛
に
於

て
年
々
膨
脹
し
て
巳
ま
漁
が
、
牧
人
に
於

て
歳

々
窮
迫
を
告
げ
ん
だ
し
て
み

る
。
纒
費
の
膨
脹
は
時
世

の
要
求
で
到
底
之
を
阻
止
す
る
こ
ε
が
出
來
皿
。
そ

こ
で
牧
人
の
中
軸
で
あ
る
地
方
税

を
改
め
て
、
多
く
の
牧
人
を
齎
ら
す
様

に
せ
ね
ば
な
ら

躍
。
加
之
、
我
国
の
地
方
税
制
度
は
錯
雑
混
齪
を
極

め
て

み
て
る
か
ら
邊
か
れ
早
か
れ
根
本
的

に
之
を
整
理
せ
ね
ば
な
ら
隙
の
で
あ
る
。

頃
日
財
政
経
済
調
査
會
に
於
て
は
、
税
制
整
理
の
調
査
を
進

め
、
其
特
別
小
委
員
會
に
於
て
地
方
税
整
理
の
案

を
立
て
た
ε
い
ふ
こ
ε
で
あ
る
。
其
整
理
案

に
就
て
は
大

に
論
究
せ
ね
ば
な
ら

鳳
が
、
之
に
先
て
、
現
行
地
方
税

制
度
は
如
何
様
に
組
み
立
て
ら
れ
て
み
る
か
、
又
何
威

に
敏
難
が
あ
る
か
を
詳

に
せ
ね
ば
な
ら

訟
。
本
論
女
は
之

を
研
究

せ
ん
ε
す

る
も
の
で
あ
る
、
地
方
税
制
整
理
案

に
關
す
る
論
評
は
之
を
次
號

に
譲
ら
う
ぜ
思
ふ
コ

博

論

我
国
の
地
方
麗
な
論
ず

、

・

第
十
三
巻

(第
三
號

査
一
)

三
四
五



時

論

我
国
の
地
方
税
為
論
す

箇
叩十

一二
巻

(第

一二
號

}立
二
)

一二
四
(
ハ

第
=
・

我
国
地
方
税
制
度
の
概
要

地
方
誓

い
ふ
は
、
地
方
自
治
團
膿
の
租
馨

招
ず
。
我
国
の
地
方
自
治
團
禮

に
は
、
蓮
府
縣
、
郡
、
市
町
村

の
三

級
が

あ
る

か
ら

、
地

方
税
も
自
ら

道
府
縣
挽
、

都
税

.
市

町
村
視

の
三
種

に
分
セ
れ

る
様

に
思

は
れ

る
が
、

實

は
さ
う

で
な

い
。
蓋

し
都
制

は
逡

か
ら
す

し
て
塵

せ
ら

れ

る
か
ら
、
郡

は
自
治
團

號

ε
し
て
清
減
す

る
の
み
な

ら
す
、

従
来

ξ
て
も
、
濁

立

の
視

を
有

し

て
居
ら
な

か

っ
た
。
部
費

は
圭

ε
し

て
之
を
市
町
村

に
分
賦
す

る
外

、

ロ

む

む

む

府
縣
の
補
助
金
其
他
寄
附
金

に
依

て
之
を
支
辨
し
て
居

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
、
故
に
地
方
挽

こ
い
へ
ば
、
道
府
縣
税

　

む

む

　

　

む

む

　

　

　

　

　

　

　

市
町
村
税
の
二
に
締
す
る
の
で
あ
る
。

　

　

む

け

ロ

　

り

　

　

む

む

つ

　

む

　

む

　

　

ロ

　

我
国
現
A
,の
地
方
税
は
、
附
加
税
ど
特
別
視
蓋
に
依
て
組
み
立
て
ら
れ
て
み
る
。
併
し
其
内
容
は
、
道
府
縣
税

ざ
市
町
村
税
`
に
依
て
多
少
異
る
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
道
府
縣
椀
ε
市
町
村
視
を
別
々
に
観
察
せ
ね
ば
な
ら
漁
。

幽

道

府

縣

視

　

　

　

一
、
道
府
縣
税
ε
し
て
の
附
加
税
は
直
接
国
税
に
附
加
す
る
あ

の
で
あ
る
。
藪
に
謂
ふ
直
接
國
挽
ε
は
、
所
得

税
、
地
租
、
瞥
業
税
、鑛
業
視
、
砂
鑛
匠
税
、
費
藥
管
業
税
、
取
引
所
轡
業
税
を
損
す
。
從
て
道
府
縣
穐
た
る
附
加
税

は
、
所
得
税
附
加
税
、
地
租
附
加
税
、
瞥
業
視
附
加
税
、
鑛
業
税
附
加
税
、
砂
鑛
匿
枕
附
加
税
、
贅
藥
螢
業
視
附
加

税
、
取
引
所
特
業
税
附
加
税
ε
な
喝
の
で
あ
る
。
所

で
鑛
業
視
、
砂
鑛
匪
税
、
費
藥
管
業
挽
、
取
引
所
管
業
視
は

1)水 利土功組合 ば姑 く之 心構 く

.



震

葉

視
籍

す
る
舞

璽

璽

覆

す
こ
`
が
繋

る
・
從
函

講

書

笑

覧

慰

魏

粗
密

へ

も

も

ヤ

　

ゆ

ヘ

マ

ヘ

へ

り

ヵ

も

ヨ

も

も

も

も

も

を

　

へ

を

ヤ

や

業
視
の
三
種
の
國
視
に
附

加
す
る
も

の
で
あ
る
ざ
見
て
差
支
な
い
。

　

コ

リ

ニ
、
道
府
縣
の
特
別
霞

、
地
方
慨

則
(羅

針
転

赫

)
及
府
縣
婁

遷
挽
に
關
す
る
勅
令
(鯛
謹

粧

霧

令
)

に
依

っ
て
定

め
ら

れ
、
其

種
目
は
鞍
業

硯
、
雑

種
挽

、
戸
敷

割

.
家
屋
税

の
四

つ
ε
な

っ
て

み
る
.
北

海
道

に
は

街
段
別

割
水
産

硯
が
あ

る
。

,

う

む
ロ
　

1
瞥

業

税
は
国
税

ε
し

て
の
警
業
視

ε
並

び
立

っ
て

る
る
も

の
で
あ

る
。

併

し

國
視
ε

府
縣

挽
の

競

合
は
之
を

(避
く
.べ
き
で
あ

る
か
ら

、
國
視

ご
し
て
の
笹

葉
税

の
課

せ
ら

れ
ざ

る
範

國

に
於

て
府

縣
瞥
業
視

が
存
立
す

る
も

の

ε
い
は

ね
ば
な
ら

阻
。
從

て
府

縣
管
業

税
は
國
視
を

課

せ
ら

れ
ざ

る
商
業

工
業

に
課
す

る
挽

で
あ

る
ε
.謂

ふ

こ
ε

が
出
家
る
。
〔鯛
群

雛
鍛
練
鷹
窺

譜
業
)

ラ
ゆ
　
　

2
雑
種
税
は
種
々
雑
多
の
税
を
包
括
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
十
三
年
太
政
官
布
告
第
十
七
號
地
方
税
中
腰

(業
椀
、
雑
種
視
の
種
類
に
關
す

る
件
に
於
て
は
、
二
十
七
楓
が
認
め
ら
れ
。
更
に
内
務
大
蔵
両
大
垣
の
許
可
を
得

て
八
十
七
種
の
椀
が
設
け
ら
れ
π
。
故

に
雑
種
視
は
百
十
四
種
の
視
を
包
容
す
る
も
の
.で
め
る
。

ラ
ロ
む
む

3
戸
藪
割
は
、
地
方
税
規
則
に
依

っ
て
認
め
ら
れ
た
府
縣
税
で
あ
る
が
。
真
祝
の
宝
鑑

、
客
艦
、
裸
視
標
準
、
椀

(牽
等
に
關
し
何
等
定
む
る
所
が
な

い
が
矯
め
、
各
府
縣
の
定
む
る
所
は
匠

々
に
な

っ
て
み
る
。
併
し
何
れ
の
府
縣

に
於
て
も
戸
数
割
は
沿
革
上
よ
り
し
て
、

一
戸
を
構

ふ
.る
者

に
課
す
る
こ
ご
ご
な

っ
て
み
る
。

時

論

我
国
の
地
方
視
々
論
ず

第
十
三
巻

(第
三
號

五
三
)

三
四
七

.



＼

時

論

我
国

の
地
方
税
な
論
ず

・

第

+
三
巻

(第
三
號

五
四
)

三
四
八

　

　

　

　
4
家
屋
税
は
府
縣
税
家
屋
税

に
閲
す

る
勅
令
魏

一直

齋
勅
)
に
嵌
て
認
逡

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
其
勅
令
は
軍

に
府
縣

知
事
が
府

縣
會

の
議
決
を
脛

て
其
府
縣

の
全

部
若

く
は

↓
部

の
地

に
於

け
る
家
屋

に
濁

し
家
屋

税
を

賦
課

す

る

こ
己
が
出
家

る
ど

い
ふ

こ
ε
を
定
む

る
に
止
ま

り
。

其
課
税
方

法

に
至

っ
て
は
毫

も
規
定
す

る
所

が
な

い
。

そ

こ
で
賦
課
方
法
は
全
く
各
府
縣

の
自
由

に
定

む
る
所

ε
な

っ
て
み
る
。
之
を
實
際

に
徴
す

る
に
府
縣

で
直
接

に
.

税
す

る
も

の
が

あ
り

、
叉
市

町
村

に
配
賦
す

る

の
が

あ

る
。
.而

し
て
共

謀
視
標

準
ε
す

る
所

は
凋
或

は
家
屋
の
儂

格
な

る
が
め
り
、
賃
貸
償
幣

な

る
が
あ
り
、
或

は
家

屋

の
坪
数
、
構
造

、
用
途

、
敷

地
め
地
位
等

で
あ

る
の
が
あ

る
コ
此

課
視
標
準

の
匠
々
な

る
が
矯

め

に
、
統

一
的

の
視

ξ
は

な
ら

な

い
。

現

に
府

縣
椀
家
屋

税

ε
し

て
課
せ
ら

れ
て
み

る
も

の
は
二
十
五
市
七
十

二
町
六

十
村

に
過

ぎ
な

い
。
以

て
家

屋
税

が
比
較

的
未

だ
獲
達

し
て

み
な

い
こ

ざ
を
察

知
す

・べ
き
で

あ
る
。

ラ

　
む

　

5
段

別
割
は
、
土
地

の
反

別
を
課

税
標
準

ε
し
て
課

す

る
檎
で
め

る
。
地

償

を
課
税
標
準

こ
し
て
課

せ
な

い
か
ら

(形
式

の
上
よ
り
見

て
、
地
租
附

加
税

ε

い

へ
な

い
、

特
別
枕

ε

い
は
ね
ば

な
ら

n
。
.併

し
乍
ら
其
實
質

の
上

よ
り

見

れ
ば

、
土
地

に
課

せ
ら

れ
る
税

で
あ

っ
て
、

一
種

の
地

租

ε
見

る

べ
き
も

の
で
あ

る
か
ら

、
地
租

附
加
税

ざ
同

じ

こ
ε
に
締

す

る
の
で
あ

る
。
此

挽
は
北
海
道

の
み

に
存

し
て
他

の
府

縣
に
な
く
、
却

て
市

町
村

に
於

て
之
を
存

す

る
も

の
が
あ

る
。

そ
こ
で
府
縣

視
ε

い
は
ん

よ
り

は
市

町
村
税

ε
し

て
取
扱

は
る

エ
こ
ご
に
な

る
の
で
あ
る
。

む

　

　

水
産
撹
は
、
漁
業
其
他
水
産
業

に
税
す

る
も
の
で
あ
る
。
是
れ
亦
北
海
道
の
み
に
存
し
て
、
他

の
府
縣
に
無

い

■

髄



O

北
海
道
は
漁
業
の
名
地

で
あ
る
か
ら
、
此
特
別
稔
も
自
然
に
起

っ
て
来
る
σ
他
の
府
縣
に
於
て
も
漁
業
が
全
く
な

い
で
は
な

い
、
從
て
水
産
挽
も
出
て
來

る
諜
で
あ
る
が
、
そ
は
雑
種
税
の
中
に
隠
く
れ
て
あ
る
の
で
あ

る
。

二

布

町

村

税

市
町
村
税
も
府
縣
視
ご
同
様

に
附
加
税
ε
の
二
よ
り
成
り
立

つ
.て
る
る
。

　

　

　

　

　

　

　
　

一
、
市
町
村
の
附
加
税
は
、直
接
国
税
に
附
加
し
併
せ
て
叉
道
府
縣
挽
だ
る
特
別
税
に
附
加
す

る
も
の
で
る
る
。

直
接
国
税
附
加
税
は
、
所
得
税
、
地
租
、
瞥
業
税
、鍍
業
税
、
取
引
所
管
業
視
、
萱
藥
鱗
葉
税
等
に
附
加
す

る
も
の
で

あ
り
。
道
府
縣
特
別
視
附
加
税
は
、
道
府
縣
笹
葉
檎
、雑
種
枕
、
戸
数
割
、
家
屋
税
等
に
附
加
す

る
も
の
セ

あ
る
。

む

　

　

　

　

　

二
、
市
席
　の
特
別
視
ご
し
て
は
、
家
屋
税
、
不
動
産
移
聴
視
、
反
別
割
、観
覧
税
、遊
興
挽
、
坪
激
割
其
他
十
二
種

　

コ

　

　

　

　

が
あ

る
。
町
村

の
特
別
視

ざ
し

て
ば

、
反
別

割
、
家

屋
税
、
戸

別

割
、
家

屋
税
、
不
動
産
移
聴

視
、
遊

興
視

、
所

得

税
外
　三
十
⊥八
種
が

あ
る
。

ラ

　
む
　

1
家
屋
税

は
府
縣

の
家
屋

椀

の
.行

は
れ
て

る
な

い
所

で
、
市

町
村

の
特

別
税

ε
し
て
認

め
ら

れ
る
。

　

む

　
　

　
　
　

む

2
不
動
産

移
轄

税
は

、

一
の
流
通
税

で
あ

る
、
.市

嘔

に
於

て
は
土
地

や
家
屋

が
屡

々
費
質
せ
ら

れ
る

の
で
あ

る

か
ら

、
其
賢
買

に
際

し
斯

有
標

の
移

韓
す

る
の
を
捕

へ
て
祝
す

る
の
で
あ

る
。市

距
若
く
は
其
近
郊

に
於

て
、
土
地

熱

が
高

ま

る
ご
き
は
、
此

種

の
税
は
土
地
償
格

の
昂

騰

に
謝

し

て
も
課
す

る

こ
ご
が
出
來

る
。
所

謂
土
地

償
格
差

増
税

に
進

ん

で
行

く

の
で
あ

を
。

、

、

.

＼

時

論

我
国
の
地
方
税
為
論
す

第
十
三
巻

(第
三
號

五
五
)

三
四
九

」

,



時

論

我
国
の
地
方
税
存
論
ず

第
+
三
省

(第
三
號

五
六
)

三
五
〇

も

ロ
ノ

　

　

む

3
段

別
割
は
、
北
海
道

に
存
す

る
碗

ε
し
て
、
前

既

に
述

べ
た
。
藪

に
は
市
町
村

の
視

ε
し
て
之
を

見

る
の
で

あ
る
。

形
式

上
、
特

別
視
で
、
貴
賓
上

、
附

加
税
で

あ

る
こ
ε
前

に
述

べ
た
逼
b

で
あ
る
。

ラ

　
　
む

{
遊

興
椀
は
遊
興

の
事
實

に
課
す

る
税
で
あ

る
、

故

に

〔
種

の
奢
侈

税

ε
し

て
之
を
覗

ね
ば
な
ら

諏
。

(う
む

む
む

5
戸

別
割
は
、
戸
を
構

ム
る
者

に
課
す

る
税
で
あ

る
、
故

に
戸
敷

割
ご
同
じ
性
質

を
有
す

る
も

の
ε
な

る
。

府
縣

(
視
に
於

て
戸

徽
割

ε
い
ひ
、
市

町
村

税

に
於

て
戸
別

割
ε

い
ふ

に
渦
ぎ

露
。
併

し
戸

数
割

は
市

町
村

に
配
賦

し
市

町
村

が
賦
課
す

る
を
例

ざ
す

る
'か
ら

、
市
町
村
は
戸

敷

割
を
賦
課
す

る
に
際

し
、
同

【
の
租
税
主
磯

に
勤

し
、
同

一
の
裸

視
標

準

に
依

っ
て
、
戸
数

割
に
附

加
し

て
課

す

る

こ
ε
が
出
来

る
。
焼

く

の
如
く

し
て
課

し
た

る
視
は
、

戸
敷

割
附
加
税

ご
.い
ふ
の
が
正

確
で
あ

る
。
多
く

の
府

縣
に
於

て
は

.
此
名

を
取

っ
て
居

る
が
。所

に
依

っ
て
は
戸

、市
に
て
に
東
京
、
前
橋
、
宇

敷
割
附

加
税

の
名
を
取
ら
な

い
で
、
戸

別
割

ε
い

ふ
特

別
税
を

立
て

て
み
る
も
の
も
あ

る
。

r郡
宜
、
福
井
、
岡
山
、
廣
島

聡
冨
語
脈
黙
蠣
臨
諮
掘
じ
編
勘
儲
礪
理
解
講
羅
濡
村
)D

第

朧島

牧
入
の
上
ポ
り
見
た
る
地
方
税
制
度
の
組
織
分
子

前

に
論
じ
た
る
所
に
依
り
、地
方
税
制
度
は
附
加
税
ε
特
別
枕
よ
り
成
れ
る
こ
ご
、府
縣
税
は
所
得
税
地
租
督
業

税
等
の
附
加
税
ε
瞥
業
挽
雑
種
椀
戸
藪
割
家
屋
税
等
の
特
別
枇
よ
り
成
り
立
て
る
こ
ご
、
市
町
村
税
は
國
視
の
附

加
税
ε
府
縣
枕
の
附
加
税

ご
家
屋
税
不
動
産
移
韓
椀
段
別
割
戸
別
割
専

の
特
刷
椀
よ
b
減
り
立
て
る
こ
ε
を
朋
航

1、 大正九隼度、地方財政慨蔓53-54及56頁

,



●

碍

「
ゴ

　

　

む

　

む

　

　

　

　

　

　

　

む

　

ロ

む

　

　

む

ラ

　

む

　

む

む

む

す
る
こ
ご
が
出
来
陀
。
そ

こ
で
今
進

ん
で
、
是
等
各
種

の
租
税
が
、
地
方
税
全
燈

の
牧
人

に
謝
し
如
何
な
る
重
さ

　

む

む

　

　

　

む

を
持

っ
て
み
る
か
を
見
ね
ば
な
ら
諏
.
暴
れ
地
方
税
制
度
組
織
に
於
て
大
黒
柱

ご
な
っ
て
み
る
の
を
見
出
す
方
法

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
初
会
は
此
見
地

に
立
て
、
大
正
九
年
の
豫
算
の
中
よ
り
、
道
府
縣
市
町
村
租
の
税
牧
人
を
敢

て
表
に
惟
て
見
た
、
そ
れ
は
左
の
如
一
で
あ
る
。
〔魏

醐

樋
蕊

巌

飛

騰

璽

羅

,
)

地

方

税

-

～

凶
-

税
.

.
種

所

得

税

附

加

税

癌

租

附

加

税

國

瞥

業

税

附

加

税

附
(
鑛

業

税

附

加

税

加

砂
鑛
魁

税
附

加

税

税

費
藥
笛
業
税
附
加
税

P
取
引
所
螢
業
税
附
加
脱

離
購欝
…搬

{
轍

家

屋
税
及
附
加
税

、

欄

段

別

割
(撹
市
町
村
)

水

産

税

(
道

)

家

屋

醗
.

市
『
不

動

産

移

構

税

誰
戸

別

割

國

暁

(本

税
)ロ

ズ

一、派
「三
」
七
海

ゼ
三
、七
二
R
脚
四
九

四
旦
、二
七
ゼ
、二
η四

七
、四
四
一
、…
三

九
、八
憂

一[瓢
四
、
「=
一

一
、
三
〇
五
、六
豊
　

時

論

我
国
の
地
方
税
拒
論
ず

1ト1
!

」
.

道

府

縣

税
　

カ
、
O
耳
一一
、
四
四
一

五
『

五
〇
就
、
四
六
三

く
、
四
三
O
、
四
九
三

醤
閏
0
、
全
　話

三

兄

七
、
話
0
(

一
=
黛
瓢
一九

八
、
]
え

、
胃
蒋
二

二
六
δ

剛
ゼ
、
四
二五

三

、
再三
(
、
冒
三
閻

王
、
=

嵩
、
一
九
三

六
薯

、
二
八
ロ

習

四
、
竺

四
一

可

匪

揖

玉

、
五
〇
七
、
六
七
置

一
、
八
男

、
　
〇
六

く
、
七
五
一
、
=

四

=
マ
暮
二

贈
£

穴

一
四
二
、
富商
乃

二
、
一
四
五
.四
h
O

六
、
ゼ
甕

、
一
免

五
、
八
二
〇
、〈
九
二

=

、
誓
興
「
九
二
(

六
四
八
、大
全

五
、
六
〇
〇
δ

一
六

二
、
0
0
一
、
匂
加
力

=
三

-〇
五
力

第

+

三

巻

町

村

税
　

=
「
、
δ
七
、
六
六
六

三

、
=
五
、
亮

五

斗
、
四
白
　、
カ
一天

四
四
ニ
ユ

旺
距

ぬ
、
=
画

一
£

輩

嵩
、
八
暑
て
六
八
九

三

、
六
畜
「
、
三
{
玉

葛

二
、
九
一天
、
一弘
.七

.

四
ぜ

〇
六
境
　翌
七

「【
三

会

、
天
堂

地

方

税

計
　

胃「六
、六
六
ゼ
ε
(
0

芸

、署

『
昊

四

二
〇
、六
四
四
、五
"コ
「

九
九五
、廿
五
三

三

晃

一=
£

=

二
五
九
、
九
六
三

一
四
、
一
〇
超
、五
=

四
著
.、四
七
五
、九
栢
九

一=
ロ
、
0
層
ゼ
、
四
「ヨ

二
一
、
菖
四
六
、
四
七
〈

四
、
六
二

、
六
五
風

凪
〇
四
、
三

四

置
、
穴
0
0
、
〇
一
穴

[「
0
9

、
ゼ
九
九.

=
三
、
0
亮

(
第
三
號

五
七
)

三
五

一

一

.



/

,

時

論

舞
國

の
地

方

税

旭
請
手

第

十
三
巻

(第

三
號

五
入
)

三

五

二

其

他

の

特

別

税

ー

一

六
、美
風
、苫

〇

一
、全

0
、
拓
E

」
八
、禿

三
、八
窒

村

一
夫

役

現

品

換

算

額

一

四
一
、8

四

一

一、
美
六
、
四旦

一
⊃
　忌

、四
〇
六

税

F
租

税

齢
肺

コ
ハ

総

計

一

一四
三
、㎝
.四三
、
　=
四D

六
省
、六
六
二
、八七
五

一「三
七
、六
六
二
、
六五
ゼ

四
四
心
、六
六
(
、〈
四六

ロ

　

　

ド

右
の
表
の
中
に
於
て
、
管
業
視
に
關

し
て
は
、
國
視
附

加
税
ご
府
孫
祝
及
府
縣
硯
附
加
税
ご
に
分
け
、
更

に
鑛

業
税
附
加
税
、
砂
鑛
嘔
視
附
加
視
、
費
藥
特
業
税
附
加
税
、
取
引
所
瞥
業
税
附
加
税
を
別

に
し
て
計
算

し
セ
が
、

是
等
は
皆
篶
業
穐
に
外
な
ら
澱
か
ら
、
之
を
合
算
し
て
見

る
ε
。
三
六
、
〇
三
〇
、
七
八
○
圓
ε
な
b
、
所
得
枇
附
加
税

　

コ

の
額

に
似
た
り
寄

っ
た
b

の
も

の

ざ
な

る
。

叉
地

租

に
就

て
も

、
地
租
附

加
税
の
外

に
段

別
割
が

み
る
、
之
を

加

　

　

　

　

ロ

　

　

　

　

　

つ

　

む

む

　

算
す

る

ξ
、
八
○
、
o
八
二
、
○
一七
圓
ε
な

る
。

是

に
至

っ
て
余
は
地

方
視
た

る
地

租
管

渠
視

を
国
税

抛
る
地
租

笹
葉

Q

O

O

o

o

o

o

O

O

O

O

か

O

O

o

O

税

に
比

較
し
て
見

ね
ば
な
ら
ぬ
。
管
業

税
に
就

て
い

へ
ば

、
国

税
は
四
三
、
二
七
七
、
二
九
四
圓
で
あ
る

の
に
、
地

方
税

カ

も

も

も

ヤ

も

ヤ

ヘ

へ

も

も

ヘ

へ

も

セ

マ

ヵ

も

ち

ヘ

ヘ

ヤ

ヘ

ヤ

ロ

へ

ほ

も

り

も

は
三
六
、
〇
三
〇
、
七
八
○
圓
で
あ
る
、
地
方

視
た

る
螢

業

挽

は
國
視

た

る
瞥

業
視

に
肉
薄

し
て
居

る
ざ
謂

は
ね
は
嫁
ら

澱
。
地

租

に

就

て

い

へ
ば
、

國
視
は

七
三
、
七
……〇
六
、
.四
九
圓
で
あ

る
の

に
、

地
方
税

は
八
O
、
0
八
二
ゆ
、
一七
圓
で
あ

や

セ

へ

　

や

し

ら

し

ヵ
　

た

ミ

も

も

あ

カ

も

ヘ

マ

ヘ

ヘ

ヵ

へ

あ

も

へ

も

も

る
。
地

方
・視
た

る
地

租
は

正
に
國
視
た

る
地

租
を
超

過

し
て

み
る

の
で
あ

る
。
大
正

十
年

度

の
豫
算

に
依

る

ξ
更
.

に
甚

し
き
も

の
が
あ

る
。

市
町
村
税

は
ま
だ
明
で
な

い
か
ら
姑

一
措

き
、
府

縣
税

こ
し
て

の
地

租
を
見

る
に
、
附

加
税
七
三
、
五
六
二
、
四
九
〇
圓
、
段

別
割
七
七
入
、
=
三
圓
、

計
七
四
、
三
四
Q
、
五
二
六
圓
の
多

き
に
達

し
て
み

る
ρ
然

る
に
國

　

ロ

　

も

や

し

し

り

モ

も

も

や

も

し

た

ヘ

ヤ

へ

を

ヘ

へ

っ

も

視
た

る
地
租

は
七
三
、
九
八
五
、
三
二
五
圓
に
過

ぎ
ぬ
。
府

縣
視
た

る
地

租
だ
け

で
、
既

に
國
視
た

る
地
租

を
凌

駕

し
て

カ

リ

も

ヘ

へ

も

み

る

の

で

あ

る

。

1)道 府縣税 の中 工り市町村 分賦額 彪除 く、重讃 するか らであ ろ。

2)内 務 省地方局 、大正十年度 道府縣歳入歳出豫算、2頁

、

.

.
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:

、

、

、

い

、

、

、

、

L

、

、

、

:

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

い

:

此

の

如

一

遠

べ
て

乗

る

ε

一

我

國

民

の

納

付

す

る

地

租

や

管

渠

税

の

全

艦

か
ら

見

て

、

約

其

半

分

が

国

庫

に

行

り

あ

ぬ

ヘ

ヤ

ヤ

ヘ

ヨ

も

リ

ヤ

も

も

る

も

あ

や

あ

へ

も

へ

も

セ

も

や

き
、
.呉
牛
分
が
地
方
團
慌

に
行

一
こ
ど
を
断
言
す
る
こ
己
が
出
來
る
.
庭
で
.
地
租
や
瞥
業
税
は
人
の
以
て
牧
益

税
制
度
の
骨
子
ε
す

る
所
の
も
の
で
あ
る
、
.而

し
て
地
租
や
管
業
税
が
國
視
ε
し
て
彼
が
如
き
牧
人
を
齎
ら
す
か

ら
ε
て
、
、我
国
の
直
接
税
制
度
の
孚
面
は
股
益
税
制
度
で
め
る
ε
い
ふ
の
で
め
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、
同
じ
筆

法
を

ヘ

セ

へ

あ

モ

セ

あ

へ

も

ぬ

へ

る

　

ロ

マ

つ

へ

り

モ

エ

も

も

セ

へ

あ

あ

も

　

ヤ

へ

も

り

ち

み

ゐ

む

へ

あ

カ

以

て
、
地

方
税
制
度

の
牢

面
は
肢
益
税

制
度

で
あ
る

ε

い
ふ
て
も
差
支
な

い
。
税

制
整

理
論

の
喧

し
く
な

る
に
蓮

も

も

も

へ

わ

や

も

も

あ

も

で

ち

い

も

を

も

コ

セ

ハ

ヵ

も

ヨ

あ

あ

も

わ

セ

な

り

じ

ロ

も

も

マ

も

し

や

ヤ

も

ヤ

も

マ

れ
、
論
者
或

は
地
租
瞥
業
視
の
変
調
を
以
て
地
方
團
禮

に
新
し
く
牧
益
税
を
移
植
す
る
が
如
く
論
じ
立
て
る
も
の

も

や

ヤ

も

モ

ヘ

へ

し

も

も

モ

も

ピ

サ

ミ

も

モ

へ

も

も

や

マ

も

　

た

し

ち

た

も

も

も

も

も

へ

も

や

い

も

も

な

い
で
は
な

い
、
が
、
焉

ぞ
知

ら

ん
、
牧
益
税

は
既

に
今
日

の
地
方
税
制

度

の
中

に
、
十

分
に
培

は
れ

て
る
る
の

つ

も

も

で
あ

る
。

晒

こ
は
事
實

を
事
實

ε
し

て
語
る

の
み

で
あ

る
、
併

し
附

加
税
制
度

ε
し
て
本
税

の
量
を
摩
す

る
様

の
も

の
の
有

る
が
可

い
か
、
悪

る

い
か
、
そ

は
自
ら

別
個

の
問
題

を

爲
し
、
附
加
税
制
限

の
議
論

ざ
な

っ
て
來

る
、
そ
こ
で
余

コ

は
進
ん
で
、
附
加
税
制
限
の
現
状
を
詳
に
せ
ね
ば
な
ら

諏
、
後
段
に
之
を
研
究
す
る
こ
ε
Σ
す
る
。

以
上
論
じ
把
所
は
國
視
の
附
加
税
で
あ
る
が
、
眼
を
幡
じ
て
特
別
税
を
見

る
に
、
更

に
重
大
な
る
意
義
を
持

っ

て
み
る
の
で
あ
る
。

今
前

に
掲
げ
た
る
表
に
依
て
、
地
方
税
吸
入
の
目
ぼ
し
き
も
の
の
み
を
拾

っ
て
見
る
ε
。
戸
敷
割
及
附
加
税
は

二
億
千
餓
萬
圓
、
地
租
附
加
視
八
千
萬
醗
圓
、
雑
種
椀
附

加
挽
約
四
千
五
百
萬
圓
、
所
得
税
附
加
税
ε
瞥
業
視
及

時

論

我
国
の
地
方
税
ね
論
ず

第
+
三
巻

(第
三
號

五
九
∀

三
五
三

●

,
.



時

論

我
國
の
地
方
税
旭
論
ず

第
+
三
巻
.
(第
三
號

六
〇
)

三
五
四

エ

ね

ぬ

附
加
税

`
は
各
三
千
山
八
百
鯨
萬
圓
で
あ
る
。
而
し
て
地
方
税
の
絡
額
は
四
億
五
千
飴
萬
圓
で
あ
る
か
ら
、
戸
数
割

め

も

や

コ

も

ヤ

も

ヘ

へ

も

し

あ

も

み

も

コ

も

も

も

ヘ

モ

ヵ

ヤ

サ

へ

つ

あ

あ

も

も

も

も

セ

ち

お

カ

ヒ

及
附
加
税
は
、
其
四
割
七
分
弱
を
、
地
租
附
加
税
は
、
其

一
割
九
分
弱
を
、
雑
種
税
は
、
其

一
割
を
、
所

得
税
附

セ

へ

し

も

し

お

た

ら

も

セ

ぬ

も

や

も

も

マ

も

　

ヤ

も

り

ヘ

ミ

ヤ

ヘ

コ

リ

む

サ

も

み

ヤ

ゐ

ヤ

ヘ

へ

も

も

も

カ

も

も

加
挽
ε
瞥
業
視
及
其
附
加
税
ε
は
、
各
八
分
を
占
め
て
み
る
こ
ε
に
な
る
の
で
み
る
、
そ
こ
で
地
方
視
制
度
を
組

ヵ

マ

わ

も

へ

も

も

ヤ

へ

も

も

も

ヘ

ヤ

へ

も

も

み

も

ち

も

し

も

エ

ヘ

ヤ

も

セ

も

も

も

も

も

ヤ

へ

ぬ

あ

も

織
す

る
大
黒
柱

ご
し
て
は
、
地
租
附
加
税
、
機
業
挽
附
加
税
、
所
得
税
附
加
税
の
外

に
、
戸
敷
割
及
附
加
税
、
難

ひ

も

も

ヅ

カ

ヘ

セ

あ

も

　

ヘ

ヤ

へ

も

も

ミ

も

あ

も

へ
　

い

ヘ

ヘ

へ

も

マ

ぬ

ヵ

り

あ

へ

も

ヘ

ヤ

あ

も

ち

ゐ

ヤ

も

へ

種
挽
及
附
加
税
の
存
す
る
こ
ε
を
認
め
ね
ば
な
ら

澱
、
否
地
方
税
制
度
の
中
軸
を
爲
す
も
の
は
、
戸
敷
割
及
附
加

、

、

、

●

、

、

じ

、

、

㌧

、

、

、

、

、

、

、

、

覧

、

勘
.

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

・

、

挽
で
、
地
租
附
加
挽
、
瞥
業
視
及
附
加
税
、
所
得
税
附

加
税
は
雑
種
椀
及
附
加
税
ご
共
に
之
を
補

っ
て
み
る
も
の

ヘ

カ

カ

も

ち

り

も

ら

も

も

へ

も

も

し

ぬ

へ

あ

ご
見
る
の
が
更

に
正
確
で
あ
る
や
う
で
あ
る
。

一
艘
税
制
は
之
を
組
織
す
る
大
黒
柱

ε
な
る

べ
き
椀
の
如
何
に
依
て
其
特
色
を
具
ふ
る
こ
ε
に
な
る
も
の
で
あ

る
。
我
地
方
税
制
度
を
組
織
す
る
大
黒
柱
は
前
述

べ
だ
る
所
に
依
、つ
て
、
.牧
益
税
所
得
税
雑
種
税
戸
敷
割
で
あ
る

ち

コ

ゐ

へ

い

を

マ

し

も

ら

っ

も

も

へ

も

も

へ

も

も

で

ロ

し

り

リ

エ

マ

へ

　

も

め

も

ヤ

エ

さ

も

や

こ
`
が
利

っ
π
。
其
牧
盗
視
ご
所
得
税
ビ
結
ん
で
み
る
断
…は
國
視
の
直
接
税
艦
系
が
其
儘
地
方
税
制
度
の
中
に
喰

.

、

、

、

、

、

、

、

㍉

、

、

、

●

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
.

、

、

、

、

、

,

、

、

、

℃

も

、

、

、

、

、

、

、

ひ
入

っ
た
も
の
ε
見
て
可
い
。
庭
で
そ
れ
が
戸
敷
割
や
雑
種
視
に
結
び
付
け
ら
れ
て
は
、
其
特
色
を
攣

じ
て
來
ね

し

マ

ぬ

も

ば
な
ら

粗
。
そ
こ
で
戸
敷
割
や
雑
種
視
が
如
何
な
る
性
質
を
有
す

る
枕
で
あ
る
か
を
明
に
せ
ね
ば
な
ら
諏
、
之
を

明
に
せ
な

い
ご
、
我
地
方
税
制
度
の
全
艦
が
不
透
明
の
も
の
ε
な

っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
.

以
上
論
じ
た
る
所
に
依
り
、
之
よ
り
附
加
税
ε
其
制
限
、雑
種
視
戸
敷
割
の
本
質
を
研
究
し
て
見
や
う
蓬
思
ふ
。

雑
種
視
を
研
究
せ
ん
こ
せ
ば
、
之
に
關

嚇
し
て
、
府
縣
の
特
別
視
た
る
鞍
業
視
を
も
調

べ
て
見
ね
ば
な
ら
濾
。

醇

.



、

.

.

第
四

國
視
附
加
税
と
其
制
限

余
は
前

段

の
研
究

に
依

り
、
地

租
附
加
税
や
瞥
業

税
附

加
税

は
、
本

税
た

る
國
税
を
凌
駕

し
、
或

は
之

に
肉
薄

し
て
み

る
こ
ε
を

明

に
し
た
。
さ
う
な

る
ε
、

一
膿

、
附

加
税
ε
し
て
、

さ
う
課
税

し
て
可

い
も

の
で
あ

る
か
ε

い
ふ
疑

問
が
起

っ
て
來

る
。

思

ふ
に
、
國
視

を
「起
し
其

税
率

を
定
む

る
に
際

し

て
は
、
國

民
の
擢

枕

刀
に
鑒
み
其
堪

へ
得

る
範

園
内

で
税
す

る
こ
蓬
を
條
件

ε
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…從
て
附

加
税
を

課
す

る
こ
ξ
を
許
す

ε
し

て
も

、
そ
は
其

一
小
部

分
を
占

む

る

に
渦

ぎ
な

い
も

の

ε
せ
ね
ば
な
ら

函
。
若

し
幾
ら

で
も

附
加
視

を
課

し
て
可

い
こ
ピ

Σ
せ
ぱ
附

加
税

は
本
税

を

胃

す

こ
ε

、
な
b

、

本
税

で
視
率

を
定

め
紀

趣
旨

が
没
却

せ
ら
れ
、

人
民
は
其

負
摺

に

堪

へ
な

い
こ
乙
に
な

ら

う

。
是

が
故

に
附

加
税

に
は
、
自
ら
制
限

を
設
け
ね

ば
な
ら

兎
。

、
我
国
の
法
律

於
て
も
・地
方
税
の
附
加
税
に
は
欝

を
設
け
て
み
る
・
之
を
説
明
す

る
に
は
、
道
府
縣
撃

市

町
村
税

ご
を
席
一別
す

る
が
便
宜

で
あ

る
。

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一
、
道
府
縣
税
ε
し
て
の
附
加
税
の
制
限
に
就
て
は
、
所
得
税
、
地
租
、
轡
業
税

の
附
加
税
制
限
ε
、
鑛
業
視

砂
鑛
厘
税
、
費
葉
替
業
視
、
取
引
所
管
茶
椀
の
附
加
税
制
限
ざ
を
塵
別
し
て
見

る
こ
ε
ン
す

る
。

n
卵
羅

、暮

、
蟹

群

雄

響

關
し
て
は
、地
方
挽
制
限
に
聞
す
る
法

(螺

響

継

璽

悌
薪

鑛

、
)

(

時
.
論

我
国

の
地
方
税
為
論
す

第

†
三
巻

(第
三
號

六

}
)

三
五
五

」



P

時
.
論

我
国
の
地
方
税
な
論
ず

に
依

っ
て
、
制
限
牽
が
定

め
ら

れ
て

み
る
。

闇讐
税

種

熟
所螢 』 地

焙昂
十

一二
谷

(第

=
【號

⊥ハ
ニ
)

[二
五
轟
ハ

そ
れ
に
從
ふ
差

の
和
毛

あ
る
。
(羅
燃
髭
欝

羅
擁

鰭

得

挽

癬

謙
僧繍

胴

業

税

本
税

に
封
ず

ゐ
附
加
最
高
率

へ　
　
　
　
　
　
　
　
　

ト

　

　

現

行

牽

薔

至
醐
難

瓢

難

朋
)

・百
分
の
【二
、
山ハ

百

分

の

四

百
分
の
三
+
四

百

分

の

十
三

百
分
の
八
十
三

百
分
の
三
十
二

毎

地
目
平
均
金

一
圓

金

四

十

鐘

ラ

両
者
旭
併

ぜ
て
一
の
制
限
内

に
め
る
こ
ミ
。

(

百
分
の
二
十
九

百

分

の

十

一

比
率
は

↓
恋
の
制
限
牽
で
あ
る
が
、
特
別
の
必
要
あ
る
場
合
に
於
て
は
、
.内
務
大
賊
而
大
臣

の
許
可
を
得
て
之

を
超
過
し
て
其
百
分
の
+
二
以
内

に
於
て
課
祝
す
る
・
ε
が
出
来
・
。

(鯉

顛
五
)
こ
れ
は
第
二
の
制
限
で
あ
る
が

街
醤
債

の
元
利
償
還
、
非
常
災
害
に
因
る
復
藤
工
事
、
水
利
及
傳
染
病
豫
防
の
爲
め
費
用
を
要
.す

る
ご
き
は
、
特

同
法

第

に
内
務
大
藏
両
大
臣
の
許
可
を
受
け
、
此
第
二
の
制
限
を
超
過
し
て
課
税
す
る
こ
ε
が
出
家
る
(

)

五
條
二
項

此

の
如
く
制
限
外
課
挽

を
許
す

ε
き
は
、
附

加
税

は
次
第

に
多

き
を

加

ふ
る
こ
ε

、
な
り

、
田
畑
地

租
附
加
税

の
如

き
、
本
來

の
制
限
牽

が
百

分

の
八
十
三

で
あ
る

か
ら

、
第
二

の
制
限
外

課
税
を
許
す

`
き
は
、
忽

ち

に
本
税

に
匹
敵

す

る
も

の
ξ
な

っ
て
乗

る

で
あ
ら
う

。

　

　

之
を
實
際
に
徴
す
る
ζ
、
今
月
の
府
縣
は
何
れ
も
所
得
視
地
租
糖
葉
税
の
附
加
税
に
就
て
は
、
制
限
卦
課
税
を

「

F

.



り

ρ

な

さ
な

い
も

の
な
き
有
様

で
あ

る
ぴ

食

近
三
年
の
馨

・
就
て
、
禽

の
李
均
馨

を
見
・
に
左
の
如
-
で
あ
・
。
(簾

鮪

播

き
附
)

宅
地
租
附
加
税

其
他
土
地
地
租
附
加
税

螢
業
税
附
加
税

所
得
税
附
加
税

匝

厘

厘

匝

大

正

大

年

美
二

八聖
.

言
忌

一三

大

正

九

年

胃三
九

八
δ

二七八

冒
E

.

大

正

十

坐
・

四壱

一、西
〇

四呈

,

三

大
正
八
年
度
11
追
加
課
率
々
加
算
し
、
大
正
ん
年
度
十
拳
度
は
嘗
初
豫
算
に
依
ろ
。

此
表

で
見

れ
ば

.
附

加
税
は
年

々
増
加

し
て
行

く

の
を
知

る
の
で
あ

る
。
.大
正
九
年
度

十
年

度
も
追

加
豫
算

に

於
て
樹
上
表

の
牽

に
追
加
す

る
こ
ε

、
な
ら

う
。
大

正
十
年
度

の
豫
算

に
依

る
も

、
田
畑
地

租

の
如

き
ば

、既

に
十

一
割
四
分

の
附
加
税
を
課
す

る
と

に
な

っ
て

み
る
。
附

加
税

が
本

税
を
凌

ぐ

こ
ε
も
亦
甚

し

ε
謂
は

ね
ば
な
ら

諏
。

ラ
　り

　

む

む
コ
む

　

む
む
む

　
む

む
む

　
　
　
む

　
こ
　

2
鑛
業
税

、
砂
鑛

匠
税

、
取
引
所

螢
業
視

、
責
藥

瞥
業
椀

の
附
加
税

に
就

て
も
亦

　
定

の
制

限

が
あ

る
、
併

し

(
.

尋

其
制

限
率

は
大
罷

に
低

い
、
叉
如

何
な

る
場

合

に
於

て
も

制
限

外

の
課
税

を
な
す

こ
ε
が
許

さ
れ
て
み
な

い
。
而

し
て
其
制
限
傘

は
左

の
如

く

で
あ

る
。

遡
謝
襯
籟
藻
囎
法
)

種

種

`

、銃

座

税

鑛

業
.

悦
喜

堀
鑓
匿
税

r採
掘
鑛
匠
税

時

論

我
国
の
地
方
税
々
論
ず

(醐
鍵
謙
燕
聴
講
慰
難
馨
顯
辮
凧
騨
響
蝉
傷
誰
瀞
調
鱗
轍
戦

百 百 百 養

分 分 分 爵
すの の の
ろ
附七 三 十
加

重
高

峯

第
十
三
巻

(第
三
號

六

三
)

三
五
七

■



'

▼

㌧

時

論

我
国
㊨
地
方
難

論
す

第
+
三
巻

(第
二
號

六
四
)

・
三
五
八

砂

鍍

践

税

・

百

分

の

十

取
引
所
讐
業
税
附
加
税

百

分

の

十

費
藥
螢
業
税
附
加
硫

百

分

の

三

之
を
實
際

に
徴
す
る
に
、
各
府
縣
共
に
最
高
牽
を
課
し
て
み
る
。

.

二
、
.冊
畔
柿
樫
が
い
炉
び
階
増
穂
び
離
隈
に
就

て
も
、
府
縣
視
ε
し
て
の
附
加
税
制
限
蓬
同
様
の
匪
別
を
す
る

が
便
利
で
あ
.る
。

D
肺
羅

響

算

騨

階
静

歯

し
て
は
、
前
に
述
べ
た
地
方
税
制
限
に
關
す
る
法
蓮

響

馨

胱
婁

律
)

く
に
依
て
制
限
牽
が
定
め
ら
れ
て
み
る
、
そ
れ
に
從
ふ
差

の
和
ぐ
で
あ
る
。
(羅

響

購

総

懸

騨
縮

瞬

騰

翻

醗
。
制
限
)

本
説
ド
顕
す
ろ
附
加
最
高
牽

11511111
}l
i
j

税

種
.

所

得

醗

地響

業

・灘

撚
絹穣
端

(

現

行

傘

.

百
分

の
+
四

百
分
の
二
+
八

百
分
の
六
十
人

毎
地
目
平
均
金

一
圓

昌
)(

百
分

の
四
+
古

徳

論

難
鼎
鴛
朋
)

百

分

の

+
五

百

分

の
・
九

百
分
の
二
†

一

会

四

+
、
銭

両
者
為
併

ゼ
て
一

の
制
限
内

に
在
.ろ
こ
こ
。

百

分

の

†
五

府
懸
賞
が
市
町
村
に
冊
賦
せ
ら
れ
π
る
場
合
に
於
て
は
、
市
町
村
税
は
以
よ
の
制
限
を
超
え
る
こ
ご
が
出
家
る
。

.



邸
ち
府
縣
費

の
全
部
を
市

に
分
賦
し
た
る
重
き
は
、
其
分
賦
金
額
以
内

に
限
り
、
市
は
府
縣
税
制
限
に
達
す
る
迄

課
税
す

る
こ
ご
が
出
來
る
、
叉
府
縣
費

の

一
部
を
市
町
村
に
分
賦
し
π
る
ざ
き
は
、
其
分
賦
金
額
内
に
限
b
市
町

村
附
加
制
限
を
超
え
て
課
税
す

る
こ
ε
が
出
来
る
。
(同
法
四
條
)

、
荷
此
外
、
特
別
の
必
要
あ
る
場
合

に
第

一
の
制
限
外
に
課
挽
を
な
し
得
る
こ
ざ
、
井

に
奮
債
の
元
利
償
還
、
非

常
災
害
に
因
る
復
讐

工
事
、
水
利
及
傳
染
病
豫
防
の
爲
め
費
用
を
要
す

庖
場
合

に
、
第
二
の
制
限
外

に
課
税
を
な

し
得
る
こ
ε
は
、
府
縣
税
附
加
制
限
ε
異
る
所
が
な

い
。
商
法
五
條
)

右
述

べ
た
る
市
町
村
税
の
制
限
は
、
府
縣
椀
の
制
限
に
比
す
る
蓬
、
所
得
税
警
乗
税
に
於
て
、
高
べ
、
.地
租
に
」

於
て
低

い
、
併
し
地
租
ε
錐
こ
も
、
田
畑
地
租
に
於
て
は
、
第

一
制
限
が
既

に
木
枕
の
三
分
二
で
あ
る
か
ら
、
第

二
制
限
を
超
ゆ
る
も
の
に
至

っ
て
は
、
餓
程
の
高
率
ε
な
ら
う
。
瞥
業
税
の
如
き
は
第

一
制
限
が
木
椀
の
約
半
ば

に
達
せ
ん
`
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
制
限
外
課
税
を
許
す
場
合
に
は
、
叉
非
常
に
高
い
も
の
ε
な
る

べ
き
で

あ
る
。

之
を
賢
際
に
徴
す

る
に
、
全
国
の
卒
均
課
率

は
左
の
如
く
に
な

っ
て
み
る
。
(本
税
一画
に
付
き
附
加
脱
の
額
)

市

匠

町
.

村

1

同 同.大
時 正

論.九 入 毛

宅
地

々
租

其
他
土
地

〃
粗

卑

=
昌

昌茜

華

二
元

　=
「内

年

一三
E
.
.

吾
O
.

我
國
の
地
方
税
葎
論
ず

瞥

業

醗
一石
ニ

ー

言冒三
七

ワ

所

得

税一失】三
四

.

三
.ゼ

宅
地
蝸

{

一β

一く
二
穴

一四
バ

第
†
三
巻

ロ
　

ト

其
他
土
地

々
相

星
五

四
δ
O
(

{
.

山口
　四
穴

(
.第
三
號

、

六

五

)

瞥
叢
論

{
語

.「西
六

三

五
九

所
得
餓

{
諮設

置

.



時

論

我
国
の
地
方
帆
た
論
ず
.

第
+
三
巻

〔第
三
號
.

杢

e

=一六
Q

各
年
歯
初
豫
算
ド
依
る
、
但
し
大
正
七
年
度
町
村
附
加
稔
率
に
追
加
更
正
な
含
む
・
大
正
八
年
り
町
村
附
加
税
ば
最
高
最
低
た
示
丁
。
..

此
表

で
観

る
`
、
市
町
村

の
附

加
税

は
大
艘

制

限
車
内

に
在

る
ξ
云
ふ

こ
ε
が
出
来

る
が

、
併

し
乍
ら

、
年

々

著

し
く
進

み
来

れ

る
こ
ε
を
忘

れ
て
は
な

ら
阻
。
加

之
大
正
九
年

に
於

て
も

、
年

度
孚
よ
b

共
制

限
牽
は
大

に
摘

張
せ
ら
れ
た
の
で
め
・
・
そ
は
吏
員
激
暑

に
謝
し
増
俸
せ
ら
れ
た
藁

で
あ
る
・
啓

大
正
九
年
度
に
於
て
も

追
加
豫
算
を
加
算
す
る
ε
、
制
限
牽
を
超
え
だ
る
も
の
も
少
く
あ
る
ま

い
。
要

之
翁
町
杜
に
於
℃
ゼ
、
貯
騨
禦
ゼ

カ

も

も

も

で

も

も

カ

も

や

も

し

つ

も

カ

ヤ

ヤ

も

も

し

超

え

ん
ε
す

る
の
傾
向

が
表

は
れ

て
來

た

の
で
め

る
。

エ

　
　
む

む
む
　

　

む
　
む
こ
む
　

俘
鋸

葉
税
、
砂
鑛
旺

税
、
取
引
所

螢
業
枕

に
就

て

は
、
市

町
村
税

の
制

限
は
全
C
府
縣
税

の
制

限

ご
異

る
所

が

な
い
。

(漿

襲

鮫

獅

講

・
)
響

薄

樺
蕃

に
關
し
て
・
,府
縣
税
の
制
限
が
募

の
三
以
内
な
る
に

反
し
て
、
市
町
村
税
の
制
限
は
百
分
の
五
以
内

ご
な

っ
て
み
る
(簾
螺
糟
蝶
覗
囎
第
一
)
。
而
し
て
是
等

の
附
加
税
の
實

際
賦
課
牽
は
制
限
牽
だ
同
じ
様

に
な

っ
て
み
る
。

ワ

以
上
論
ず
る
所
に
依
て
之
を
観
る
`
、
鑛
業
税
、
砂
鑛
歴
税
、
買
薬
特
業
椀

.
取
引
所
轡
業
税
の
附
加
税
に
閲

す
・
制
限
は
、
+
分
に
意
義
を
有
し
て
ゐ
・
が
、
嬰

賀

鰐
碑

算

雰

監

騨

爆

馨

無
謬

罫

ゲ
、
脚
P
巡
府
贈
秘
⑳
堺
創
ρ
脚
℃
∴
罫

愈
か
ボ
・
舗
い
側
か
㊨
府
贈
P
脚
か
い
制
限
卵
謙
徳
を
ぜ
㌘
い
ゼ
げ

も

た

ヤ

も

も

あ

マ

う

い

コ

も

も

ヤ

カ

ち

ら

も

ゆ

う

し

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

は
な

い
ご

い
ふ

に
至

っ
て
は
、
法

の
制

限

は
空
文

「
厨
す

る

か
ら

で
あ

る
。
併

し
乍
ら

余
輩

は
何

が
故

に
法
の
制

、恨

を
空
文

に
蹄

せ
七

功
た

か
ε
ヤ
ふ
こ
`
を
労

へ
て
見

ね
ば
な
あ

戯
。

余
輩
は
之

に
答

へ
て
、
そ
れ
は
地

方
財
政



の
必
要
で
あ
・
昌

ひ
た
・
.
男

好
雰

必
慧

が

婁

露

忘

撃

慰

仰
書

雰

謬

を

勢

財
政
か
必
野
脚
侮
愈
炉
澄
名

和
い
が
鋭
、験

徳
牌
掴
梅
研
+
弥
討
ひ
㍗
い
∴

干
罰
か
掛
ひ
卿
.か
び
騨
誌

・

叢

相
撃

磐

謝
し
て
綴

を
行
ふ
こ
邑

楽
な
い
も
の
庭

雀

・
其
附
羅

袈

稔
の
+
五
割
に
達
す
る

ε
き
は
、
憫
察
は
自
ら
此
面
税
の
雫
を
割
か
ね
ば
な
る
ま
い
、
叉
其
附
加
税
の
二
十
割
に
達
す

る
ざ
き
は
、
國
家

髭

両
撃

割
い
て
.
之
を
地
方
腱

に
譲
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
馨

禦

癖

騨

蕃

嬰

欝

馨

郵

い
搬
0
か
誤

、
押
脚
⑳
貯
醗
⑳
登
降
脚
珍
酔
欝
欝
穂
⑳
裂
謬
に
町
で
歩
馨

ボ

慰

⑳
で
ポ
ゲ
・
飛
騨
P
い

で
助
か
秘
跡
餅
蟄
碧

酔
飛
脚

ひ
い
婁

、
地
か
貯
砂
⑳
鯨
旧い
喫

突
舞
P
階
船
穂
妙
跡
隠
州
謙
徳
を
多
e

じ
℃
、
鯉
謄
蟹
欝
儲
僻
地
か
捌
認
を
副
賞
げ
翌
に
實
現
か
ガ
で
が
ベ
デ
。

第

五

府

縣

瞥

業
…税

の
分

折

府
縣
管
業
硯
は
、
前
既
に
述

べ
た
通
b
、
國
撹
た
る
瞥
業
稔
の
課
せ
ら
れ
ざ
る
範
園

に
於

て
課
せ
ら
る

べ
き
視

で
あ
る
。
所
で
.
國
椀
た
る
讐
業
税
は
、
物
品
販
漢
薬
.
銀
行
業
、
保
険
業
、
無
墨
業
、
金
銭
貸
付
業
、
物
品
貸

付
業
、
製
造
業
、
蓮
邊
業
、
倉
庫
業
、
蓮
逡
業
、
桟
橋
業
、
船
舶
碇
簗
場
業
、
貨
物
陸
揚
場
業
、
鐵
道
業
・
請
負

業
、
印
刷
業
、
囲
放
業
、
宣
…奥
業
、
席
貸
業
、
族
人
宿
業
、
料
理
店
梁
、
周
旋
業
、
代
理
業
、
仲
立
業
、
問
屋
業

信
託
業
の
二
+
六
種
の
集

(諜

視
法
〕
繰

著

ξ

な
つ
寿

・
・
喜

物
品
販
賛
美

金
姿

付
業
・
物

時

論

我
国
の
地
方
税
な
論
ず

・

第
十
三
巻

(第
三
號

六
七
)

三
六

「

9
豊



時

論

我
圃
の
地
方
磐

華

・

第

+
三
巻

〔第

一號

六

八
)

三
六
二

品
貸
付
誓

い
ふ
は

晃

の
店
舗
其
他
の
集

場
を
榊隊
璽

、
業
魯

む
も
の
で
あ
わ
、
製
造
誓

い
ふ
空

足

の
製
造
場
を
設
け
職
工
勢
役
者
を
使
用
し
て
製
造
す
る
も
の
で
あ
廃

啓

毫

の
店
舗
其
他
の
肇

場
に
依
ら

な
い
で
、
物
品
の
販
費
を
な
し
、
金
銭
若
～
は
物
品
の
貸
付
を
な
し
.
叉
は
製
造
を
な
す
も
の
あ
ら
は
馬
府
縣
は

之
に
瞥
業
視
を
税
す

る
こ
ε
が
出
家
る
。
叉
物
品
販
壷
業
に
於
て
、

一
箇
年
の
喪
上
金
高
武
千
圓
未
満
の
者
、
金

銭
暮

護

び
物
品
簿

業
に
於
て
・
蓮
讐

本
金
穎
千
葉

満
の
者
、
製
革

に
於
・
.、
集

金
額
千
圓
未
満

の
者
、
叉
は
職
工
勢
働
者
を
通
し
て
三
人
以
上
を
使
用

せ
ざ
る
者
、
運
送
業
印
刷
業
出
版
業
爲
眞
業
に
於
て
、
從

薯

三
人
塁

を
使
用
せ
ざ
る
者
、
請
負
芒

於
て
、
請
負
金
額

齎

年
二
千
圓
未
満
の
者
、
唇

業
に
於
て
、
建

物
賃
貸
儂
格
百
圓
未
満

の
者
、
族
人
宿
業
料
理
業

に
於
て
、
従
業
者
三
人
以
上
を
使
用
せ
ざ
る
者
、
周
旋
業
、
代
理

業
・
仲
立
業
・
問
屋
業
、
信
託
業
に
於
て
、
一
箇
年
報
償
金
額
唐

画
未
満

磐

に
は
、
國
枕
た
る
麟
叢

々
馨

な

い
。
藏

囎
講

麺

纐
饒

躯

騒
無

慮
、謹
啓

是
等
の
限
界
以
下
の
婁

高

し
て
府
縣
は
婁

撃

課
す

る
こ
蓬
が
出
家

る
。此
一
し
て
前
に
列
寒
し
た
る
廿
六
種
の
襲
業
も
亦
道
府
縣
の
楼
業
.税
ε
な

る
の
で
あ
る
b

呈

は
府
懸

巣
税
の
消
極
的
限
界
で
あ
・
が
、
法
は
府
縣
聾

し
て
の
葉

税
を
課
す

べ
き
範
園
を
、
積
極
的

麩

め
て
・
.繋

郵

券

露

岩

馨

(鷲

蕪

購

離
賊
満

票

に
)
。
大
正
+
年
度
の
篠

を
見
る
に
商

ハ

　

　

り

　

り

　

　

　

の

　

　

り
　

　

　

　

　

　

　

業

税

ε
し
て
六

十

六
種
、

工
業
挽

ε
し
て
、
・三
十
九
種

が
あ

る
。
前

掲

の
廿

六
種
,の
管
渠
税

の
外

堪
於
て
課

せ
ら

糟
欝

鼻

聾

分
類
す
れ
ば
左
の
如
ネ

あ
・
。
(騰
鵠
轟
殿

錺
庸
)

1)大 正十年 度道府懸盤業税 及雑種秘 一覧1頁



●

O

一
瀞

器

り
郷

総

裏

逡

発
奮

献

い
餅
.一

牛
桑

三
9

・
行
再

入
)、
繁

饗

畢

(七
)
、
買
繋

三
)
、
跨

…
)、

く

費
藥

行
商

業

即五
)
、
賞

藥
諸

費
業

(
二
)
、
露

店

(
一
)
、
古
物

商

(
二
)
、
桑
栞

賞
質
業

〔
一
V
、
材
木

簡

(
一
)
、
等
多

く

に

一
定

の
店
舗

蕪

匡
螢

業

所
.

に
於

て
業

か
醤

ま

ざ

る
も
の

に
關

係

し
て

ゐ

ゐ
.、

カ

あ

や

も

り

も

も

レ

し
　

レ

ち

ロ

も

も

し

も

も

へ

助
勢
塗
し
且
つ
販
賞
す

ろ
所
の
齊
業
に
準

ゴ
べ
き
も

の
Ii
.
木
炭
製
造
業
(
一
)
、
牛
乳
搾
取
業
(
一
)

く恥
鋤
御
勤
金
鐘
鋳
悼
艶
P
晦
争
"
幸
い
伽
一

質
屋
業
〔七
と

両
替
業
(
=
二)、
爲
替
業
(
一
)

く

う

し

も
　

ヘ

セ

ヒ

も

へ

も

も

萄
物
品
貸
付
業
に
準
リ

べ
き
も

の
ー
ー
家
径
賛
美
(
…
)
、
損
料
貸
業

(
」
)
、
場
所
貸
業
(
一
)
、
耕
馬
貸
付
業

〔
一
)

くの
渺
渺
艶

P
瞼
瀞
い
や
か
ひ
い
か
I
I
仲
仕
業
(
一
∀
、
船
梁

〔
こ

、
乗
合
船
業
(
一
)
、
渡

船
業

(二
)
、
船
客
荷
物
取
扱
業
(
一
)
、
自
働
草
叢
(
二
)

(

人
力
車
帳
場
業
(
一
)
、
飛
脚
業

(
一
)

〔四
脚

ρ
獅
鍵

P
轡
か
や
恥
い
卿
-

木
賃
宿
業
(
二

一
)
、
.下
宿
屋
業
二

四
)
、
鍍

泉
魁
業
「
二
)
、
温
泉
宿
舎
業
(
;
、
牛
馬
宿
業
(
=
二
)
、
満
席

(

業

(
一
)

も

し

も

あ

も

セ

う

し

も

7
席

貸
業

に
近

斗
・も

の
.
i

藝

妓
掛

屋
栄

〔三

三
)
、
休

茶

屋
業

二

)

くう

ヤ
も

ヘ

ヤ
セ

ヘ
へ

し

5
周

旋
業

に
近

毒

』

の
.・

案

内
業

(
一
)
、
慣
用
告

知
業

(
一
)

くう

ロ
も

も

た
も

カ
も

わ

カ

ヘ
へ

9
代

理
業

に
似

で
、非

竃

ゐ
兆

の

代
書

業

(三
)

"

く

た

も

も

も

ち

も

も

も

セ

へ

も

も

へ

も

カ

も

勒
葎
課
目
に
分
別
す
ゐ
…

あ

暗
渠
な

い
も
の
-

商
業
奨

九
)
、
諸
商
税
(九
)
、

二
図
r

難

翻
り
㈱
掛
騨

い
山
勢
恥
距
藁

塚

ボ
い
⑳
1
職

工
西

9

・
漆
羅

(
一
)・
日
雇
業

こ
、
手
傳
業
二

)
.

.

助
騨
鞭
,
勢
P
い
で
、
神
城
静
P
騨
幻
か
ひ
い
ゆ
P
封
事
ひ
鞠
一

染
物
業
〔
一
三
)、生
続
製
造
〔三
)、賃
機
職
業
(
一
)
、賃
機
絨
緞
業
(二
)、賃
撚

糸
業
(
二
て

織
物
仕
立
屋
業

(
こ
、
洋

服
裁
縫
業

(三
)
、
機
械
締
釘
業
〔
二
)
、
繰
糸
業

(
一
.)、
緋
…縄
緯
職
業

(
}
)

の
都

馨

婁

P
禦

ひ
い
か

炭
焼
業
(三
)
、
窺

業
三

)、
石
灰
嶢
(六
)療

瓦
奨

一
)
、
陶
磁
機

三

)

釧
其
他
の
器

窒

警

攣

ひ
お
…

塗
築

三

・
製
材
業
三
)・
杣
峯

)・機

按

舞

製
材
業
二
)
、穀
物
曹

操

業
璽

、

(

時

論

我
園
の
地
方
馨

撃

第
+
三
巻

(第
三
號

大
九
)

三
六
三

、

」



、

,

.

昌

時

論

我
圃

の
地
方

税

熱
論
す

第

十
三
巻

〔
第
三
號

七

〇
)

三

六
四

繊

麗
業

(三
ゼ
絞
蝋

清

巣

〔
一
)
、
度

量
衡

製
造

業

(
三
)
、
水

車

業

(
二
)
、
蹄
鐵

工
業

(
こ

、
鐵

工
業

〔
一
)
、
修
繕

業

(
一
)
、
洗

濯
業

〔六
)

ラ

も

も

も

ち
も

も
セ

セ

あ
も

も
セ

カ
む

も
も

カ

5

各

科

目

に
分

別

す

る
こ

定

の
出
來
な

い
も

の
ー

ー
工
業

醗

(
七
)
、諸

王
業

種

(
」
)
、

、

、

、

、

、

、

、

、

ゼ

、

、

、

、

塾

、

、

、

、

、

,

、

、

、

、

、

、

以
上
論
ず
る
所

に
依
て
之
を
観
れ
ば
、
道
府
縣
管
業
税
は
、
国
家
の
瞥
業
税
ご
大
膿

に
性
質
を
同
う
す
る
も
の

e
い
駅

渉

炉
酔
於
ひ
・
喰
牌
贈
梅
を
諏
か
や
沙
轡
欝
剛

薗
梅
を
謝
わ
や
罰
紳
勲
r
ゲ
い
燐
樹
⑳
肘
ビ
配
r
業

、

覧

、

、

、

、

、

、

覧

,

、

、

、

℃

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

舳

腎

、

、

軍

、

、

、

b

、

、

,

で
あ

る
こ
い

ふ
相

違

が
あ

る
詐

り
で
あ

る
。
而

し

て
府
縣
鱗
葉

税
が
、
小
商

工
業

を
み
さ

る
の
餓
b
、
資
力

の
最

、

、

、

.
、

、

、

、

、

、

、

、

、

・

し

、

b

、

、

、

、

、

b

、

、

・

,

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

■

も
乏
し
き
若
造
を
捕

へ
終

に
は
職
業
挽
若
く
は
勢
賃
税
ε
も
見

る
べ
き
挽
を
課
す
る
に
至

っ
た
、
足
れ
は
確

か
に

へ

も

も

も

り

ら

カ

リ

ロ

も

で

ち

も

や

も

も

ヵ

マ

ね

も

も

セ

も

も

む

し

カ

も

へ

国
家
の
麟

業
椀

に
見
ざ

る
も
の
で
め

っ
て
、

一
の
例

外

ε
看
做

さ
ね
ば

な
ら

ぬ
。
術
前

に
述

べ
た
運
送
業

に
關
聯

し
て
み
る
も

の
、
族
人
宿
業

に
準
ず

べ
き
も

の
、
周
旋

業

に
近

き
も
の
、
#

に
露
店

、
休
茶

屋
業
、
損
料
貸
菜
箸
.

む

　

　

　

　

ロ

つ

　

　

　

ロ

む

む

　

に
税
す
る
は
多
一
之
に
準
ず

べ
き
も
の
で
あ
る
。
是
等
ば
皆
反
祉
會
的
租
税
ご
謂

は
ね
は
な
ら
蹴
。
叉
之
を
牧
人

の
上
よ
り
見

る
も
、
職
工
税
の
外
は
極
め
て
少
額
の
牧
人
を
欝
ら
す
に
過
ぎ
隠
。
今
.試
み
に
大
正
十
年
度
の
豫
算

に
依
て
艶
種

の
警
乗
椀
の
牧
人
を
示
せ
ば
左

の
如

「し
。

業

名
.

牧

人

業

屑

牧

円

円

巳

ヘ ヨ 　
艀 飛 仲 浅 手 日

脚 仕 器 傳 傭

業 業 業 職 業 業

西六三
美
四

一
〇

琶
五

ド ゐ
木 白 人 船 渡 乗

打 客
貸 倒 車 宿 合

物 船幅
宿 車: 取 船

場 扱

業 業 難 業 葉 栗

入一会吾究耳
六

壱

力
、
】究

1)大 正十年度道府縣醤業税及鞭 税一畳1頁

■



鷺

羅

、、　
　円

二

貯

靹
熱

・　
円

ん

温

泉

宿

舎
.
業

(
　二

休

薬

量

業

国天

徳

馬
宿
宿

難

　竺

、

誉

恥

護

恕

・
露

な
・
牧
人
で
あ
・
か
を
見
よ
、
此
の
如
き
も
の
は
之
を
摩

る
も
・
少

く
忌

財
政
上
町
髭

よ

り

之
に
反
封
ず

る
こ

ご
は
出

来
な

い
で
あ
ら
う
。

府
懸

諜

に
於
・
唇

覆

す
べ
・
は
、
箏

智

鰹

拶

箏

郎

禦

ぎ

・.
此
見
地
に
立
て
大
正
・

十
年
度
の
豫
算
を
検
す

る
に
左
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

課

目

物
品
販
費
業

税

藝
妓
置

屋
業

税

職

工

税

製

造

業

税

牛

馬

脱

税

額
円

二
、至
仁
、九
豊

「
、(
査

、入
会

「δ
㎎六
δ
会

湘
全

、亮

へ

.

一
光
0
、
湿
一
六

、

、

道

府
縣

殿　河罫三四
〇

毫　「O

、

塾

、

'る 「

、 、

故
、 に

以
、L

諸 行 運 旅
計

貢 送 人 課
商 宿

業 業 業 国

税 税 脱 税

税

額

円

西
0
、
四
二
八

三

=
、
大
聖

一
三

、
茜

七

δ

四
、
質

(

七
、
=
三
、
四
茜

」

道
府
縣
鍛

「

邑
八乗大老

道
府
.縣
轡
業
税

の
牧
入
総
額

は

九
、
四
一
九
、
〇
七
〇
圓

で
め

る
、
故

に
以

上
九
種

の
瞥
業
・税

は
其
四

分
三
を
貯

め

も

セ

ヒ

や

も

わ

て
居
る
き

い
へ
る
。
其
中
で
も
物
品
販
質
業
税
、
藝
妓
置
屋
業
税
、
職
エ
絆
、
敏

繋

欝

審

審

馨

穿

薔

税
の
牧
人
・
・八四
、
.三
・
五
、
・
云

野

守

、
龍

の
約
七
割
寒

る
・故
這

府
懸

蓋

の
骨
子
髭

四

税
に
在
著

い
ふ
・壱

が
繋

る
。
そ
・
で
此
四
税
に
就
て
特
に
饗

し
て
見
ね
ば
な
島

・

岳

講

武
國
の
地
方
難

論
す

.

.

第
+
三
巻

(第
三
號
.

七
;

三
六
.五



"

・時

論

我
国
の
地
方
聾

論
チ

第
+
三
巻

(第

澆

七
二
)

一美

六

D
螂
恥開
脚
弾
紫
紺
は
物
品
販
費
の
商
業

に
課
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
前
掲
の
牧
入
中

に
は
純
然
た
る
物
品
販
賢

く

ロ

業
視
で
な

い
も
の
迄
も
含
ま
っ
て
あ
.る
。

.

物
品
販
巌
業
税
の
課
税
標
準

は
府
縣
に
依

っ
て

一
様
で
は
な

い
が
、
費
上
金
額
を
以
て
之
に
充

つ
る
も
の
が
最

も
多
い
、
或
は
従
業
者

の
敬
を
以
て
之
に
配
す

る
が
あ
り
、
域
は
笹
葉
場
を
以
て
之
に
配
す
る
が
あ
b
。
或
は
建

物
賃
貸
償
絡

の
み
を
標
準
ご
す

る
が
あ
b
、
或
は
牧
入
金
を
標
準

ε
す

る
が
あ
り
、

一
戸
を
標
準
こ
す
る
も
の
も

め
る
、
何
れ
に
せ
よ
、
牧
盆
を
推
定
ず

る
標
準
に
依
ら
ん
ξ
す

る
も
の
で
み

る
、
國
家
の
物
品
販
萱
業
撹
ε
共
精

神
を
同
う
す

る
も
の
ε
い
ふ
こ
ご
が
則
凍
る
。
.

.

鍵

笹

野

拶

藝
妓
墓

餐

警
む
脊

課
す
・
税
で
め
・
。
其
課
爆

撃
は
塞

を
以
て
之
・
充
つ
・

く
も
の
も
あ
る
が
・
三
+
三
府
縣

の
中
、
+
入
府
縣
迄
は
藝
妓
叉
は
酌
婦
の
類
セ
以
て
之
に
充
て
》
み
る
。
是
三

種
の
外
形
標
準
に
過
ぎ
な

い
け
れ
こ
も
、
亦
敢
盆
を
推
定
す
る
目
標
ε
い
ふ
こ
ε
が
出
家
る
。
国
家
の
管
渠
税
ご

同
じ
型
に
逼
入
っ
て
み
る
ご
謂

ふ
こ
ε
が
出
家
る
。

鋤
製
溜
難
椰
は
、
.製
造
業
を
畳
む
者

に
課
す

る
税
で
あ
る
。
共
謀
視
標
準

`
す

る
所
の
も
の
を
見

る
起
、
牧
入

金
に
求
む
る
も
の
が
最
も
多

い
。
牧
盆
枇
の
性
質
を
最
も
能
く
表
は
し
た
も

の
で
あ
る
。
其
外
、
或
は
資
金
、
或

は
管
渠
場
、
建
物
賃
貸
債
格
、
従
業
者
の
敷
等
種

々
の
標
準
を
求
む
る
も
の
が
あ
る
、
国
家
の
製
造
軽
業
挽
塞

く
同

一
で

は
な

い
眈
れ
.こ
も
、
同

し
型

に
比道
入

っ
て

み
る
{
謂

ふ

こ
己
が
出

來

る
。

「

.



巳

(
ρ

ラ

　
　
　

4
職

工
枕
は
職
工
に
税
す

る
も
の
で
あ
る
。
其
職

工
ε
は
何
を
撫
す
か
ε
い
ふ
に
、
府
縣
の
定
む
る
所
で
自
ら

r(
異
ら
う
が
、
'多
く
は
製
造
業
印
刷
業
寓
眞
菜
箸
に
謝
し
て
職
工
ε
い
ふ
業
目
を
分
っ
て
課
で
る
の
で
あ
る
か
ら
、

道
具
を
使
ふ
て
働
く
者
を
指
す
も
の
ピ
見
る
べ
き
で
め
る
ゆ
例

へ
ば
大
工
左
官

の
如
く
で
あ
る
。
若

し
機
械
工
場

に
於
て
勢
倒
す

る
職
工
に
課
す

る
も
の
で
あ
る
ε
せ
ば
、
其
挽
は
勢
賃
枕
に
外
な
ら
楓
の
で
、
瞥
業
椀
ご
は
全
く

異

っ
た
も
の
ご
な
る
。
道
具
を
以
て
働
く
者
に
税
す
ξ
せ
ぱ
、
そ
は
.一
の
職
業

を
持

っ
て
る
る
も
の
で
あ

っ
て
、

必
ず
し
も
雇
は
れ
π
も
の
ご
限
ら
澱
。
此
の
如
き
職
工
に
課
す
る
は
職
業
挽
の
性
質
を
帯
び
て
来

る
の
で
あ
る
。
.

職
業
は
、
多
少

の
資
本
を
俘

,渦
て
は
居
ら
う
が
、
其
牧
人
を
得
る
所
以
の
主
因
は
、
動
勢
に
め
つ
て
、
資
本
で
な

い
、
鶴
業
挽
は
資
本
を
基
本

ε
し
て
業
を
馨
む
者
を
枕
す

る
の
が
趣
旨
で
あ
る
、
故

に
職
工
視
は
普
通
の
他

の
瞥

業
挽
ε
少
し
く
色
彩
を
異
に
し
て
み
る
も
の
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
繊
。

以
上
論
ず
る
所
に
依
て
之
を
見

脳
ば
、
廊
照
欝
欝
栂
脚
だ
胎
P
脚
℃
財
慰
刎
鯉
粟
穂
引
其
潜
健
研
貯
ヂ
か
ボ
ゼ

掌

か
ゲ
。
暫
欝
稔
硲
助
か
肘
謄
に
珍
事

戦

で
謄
い
却
P
勤
昇

博

を
脚
P
貯
砂
⑳
慰
か
附
臆
於
既
に
趾

骨
⑳
紳
艶
榔
P
脊
か
貧
齢
帥
£
魯

押
掛
創
浦
掛
『
鮮

佛
じ
か
e
降
職
P
断
路
榊
欝
総
研
噌
に
脚
厨
謄
會
醗

も

り

も

ち

サ

あ

ら

ち

う

　

サ

ヘ

ヤ

ヘ

へ

ぬ

へ

あ

も

策
舶

の
も

の

も
存

す

る
こ
ざ
を
忘

れ
て
は
な
ら

漁
、

遅
れ
府

縣
瞥
業
桃

の
改
正

や
要
す

る
厨

で
め

る
。

・

第
六

.雑

種

税

の

牙

折

帖

論

義
圃
の
地
方
税
旭
論
チ

第
十
三
巻

(第
三
堀

上
三
)

三
六
七

一一.一.一



●

時

論

我
麟
の
地
方
税
な
論
チ

.

塘
十
三
巻

(第
三
號

七
四
)

三
六
入

雑
霧

は
既
に
述

べ
た
る
導

、
百
+
四
種
の
撃

含
む
も
の
で
め
る
が
、
明
治
+
三
業

警

布
告

騨

)

に
依

っ
て
定

め
ら
れ
把
る
二
十
七
種
の
視
商
内
務
大
賊
両
大
臣

の
許
可
を
受
け
て
設
け
ら
れ
た
な
八
十
七
種
の
税

ε
を
.塵
別
し
て
観
察
せ
ね
は
な
ら
の
。

コ

の

ロ

　

　

　

り

先
づ
太
政
官
布
告
に
依

っ
て
定
め
ら
れ
た
る
二
十
七
種
の
椀
を
學
理
上
よ
り
分
類
し
て
見

る
ε
、
左
の
如
く
で

あ
・
。
(斯
雛

難

離

農

鷲

辮

錺

驚

暦

、
)

、

,

ラ

な
う

セ

ー

娯
楽

税

の
性
質

な
帯

び
同

時

に
樽
業

髭

の
形

舟
有

す
う
も

の

、

(
う

む
　

　

侮
飲
食
税
-

料
理
店
税
(四
七
)
、
飲
食
店
税
(四

こ

、
此
税
に
反
面
エ
リ
見
れ
ば
、
螢
業
税
の
料
理
店
業
税

F
近

い
』
の
こ
な

る
。

㈲
峯

羅

1

蓼

奮

税
三
六
)
・
藷

宿
税
(聖

意

譲

税
(
天

)
・
登

所
輿

[　鯨

遊
葺

(葬

・
査

弩

射
的

吹

矢
類

)

税

(四
六

)
、

人
寄

澱
粉

含

=

)
、
是

等

の
税

も
亦

娯
簗

場

経

管
者

に
課
す

る
の

で
あ

る
か
ら

一
の
.螢
業

税

芒

も
見
ら

れ

る
。

ラ

　
　

む

c
演
薬

種

演

劇

税

(四

二
)
、
興

行

税

(
三
九
)
、
足

れ
亦

一
種

の
警

業

税

ご
見

る

こ

ご
が
出
来

ゐ
。

ラ

リ
む

　

ヒ

a
薬

入

撹
I
I

塑
藝

師
匠

稔

(四
四

)
、

遊
藝

稼
人

麗

(
因
州
)
、
相
撲

税

(四
一

)
、
俳

優
税

(四

四
)
、
帯

間

税

(
二
王

)
、
藝
妓

税

(四

二
)
、
此

種

の

〔

秘
に

、

一
の
職

業

税
一着
く

ば
労
賃

税

こ
も

見

る

こ
ε

が
出
来

ろ
。

ラ

も

カ
た

マ

ロ
ら

ら
セ

も

も
あ

セ
お

あ
ち

し

ち
も

し

リ
ロ
セ

し

へ
し

セ

騙
し

ら
も

ぬ
セ
ム

2
使
用
税
の
性
.質
な
有
す
る
も
の
並

ト
使
用

挽
く
営
業
税
こ
の
牲
箕
な
併
ぜ
有
ゴ

る
も
の
ー

-
船
穂
(
四
七
)
、
車
税
(
四
七
)
、
水
車
税
(
三
三
)
、
果

(

.

馬
税

(奈

良

、
山

梨

、
山

形

一
1
一

此
中

、
来
馬

挽

や
馬
車

穐

や
遊

船
税

に

、

　
の
使
用

硯
で

あ

っ
て

、
奢

侈

税

こ
見

ら

れ

る
り

水

軍
税

や
、

他

の
磁

税

(人
力

車

、
荷

積
馬

車

、
荷

積
大

七
大

入
車

、
荷

硝

中

小
車

、
荷

租
牛

車

に
課

す

ろ
税

)

や
、
他

の
船

挽

(艀

船

、
川
船

、
五

十
石

未

漏
海

船

に

課

で

ろ
税

)
は

瞥
利

的

に
使

用
す

る
者

に
税

す

る
も

の
で

あ

る
か

ら

、

「
種

の
醤

業

税

ε
謂

に
れ

ば
な

ら

め
。

エ

ゐコ
　ロ
レ

セ
も

も
し

も

ネ
も

も
も

3
水
産
税
の
憐
質
な
帯

ぶ
る
も
の
一

漁
業
税
(四
五
)
、
探
課
税
(
二
三
)

Cう

じ

カ

も

し

も

セ

も

じ

も

も

し

も

も

下

生
、
.
特
殊
.螢
業

挽
の
穐
質
な
帯

ぷ
ろ
も
の
.-

湯
屋
税

(四

七
)
、
理
髪
人
税
〔四

七
)
、
傭
人
受
宿
税

〔奈

頁
、
愛
知

、
高
知
)
市
場
税
(四

二
)
、
屠
畜

.

(

.



5

二

品

掛
鍵

像

幽
寒

鰤
お

い
か
1

璽

・税
三

九
)、
北
枕
に
畜
類
屠
殺
の
蹟
難

捕
へ
或
に
屠
殺
の
時
た
捕

へ
て
課
す
う
か
、・
、
聞
落

(
費
馨

・た
る
、
蓋
し
其
税
額
に
審
類
の
賞
買
.に
從
て
瞬
嫁
す
る
か
ら
で
あ
ろ
。

以
上
述

べ
た

る
所

に
依

て
之
を
観

れ
ば
、
員

に
雑
種

視

の
名

に
背

か
す

、
種

力
の
税
を
包

容
し
て

み
る
が
、

大

膿

に
管

渠
税

巴
奢
侈
視

ε
の
分
子

が
這

入

っ
て
み
る
も

の
ε
見

て
可

い
。

.

の

の

　

の

り

　

　

　

次
に
内
務
大
裁
而
大
臣
の
許
可
を
受
て
設
け
ら
れ
π
る
八
十
七
種
の
雑
種
視
に
就
き
.
學
理
上
よ
り
分
類
し
て
.

見
る
差

の
㌍

で
あ
・
。
轟

醤

　雛

晦

議

、)

り
疑
欝
冊

か
惚
賢

を
櫛
甲か
か
い
か
I
i
遊

興
税

(二
四
　
、
観
壁
税

〔
一
〇
)
、
劇
場

税
(
「
入
)
、
置
屋

税

(新
潟
、
徳
島
)席
貸
税
(静
岡
、
宮
城

、
嘔

(
井
)
・
活
動

篤

眞
徴

税

(群

馬
、
富

山

、
熊

本

)
、
後

の
困

者

に
同

時

に
欝
業

畢

・
』
見

る
こ

・・
が
出

來

ろ
。

超

恥
霧

P
穆

隙

窟

郵

罫

郵
-

占
蟄

璽
四
六
)
、自
働
経

(四
五
)、自
働
轟

車
税
(
三

)
、
畜
犬
婁
四
三
)、猿

税
(四

(

七
羊

馬
税
(
一
七
)
、
倉
窺

(
三

)
、
金
庫
璽

一
七
)
、
繁

税
(
=
ハ
)
、
玉
藍

西

三
)
、
正
餐

視
(北
慧

、
驚

、鷲

)
、
魏

£
円

森
)
、馬
橇
税
(
北
海
道
、
秋
閏
)
、
瓦
斯
管
税

(群
馬

、愛

郷
、岡

山
、
瀟
岡
、大

分
)
、
旋
風
器
税
(輪
島
、
徳
島
)
、
鵜
税

(輻
島
、
佐
賀
)

.郵

貯
響

く
に
婁

隙

璽

硲

潔

封

一

網
金

2
六
)
・
馨

人
税
(禦

川
)、朧

税
(鷲

)、嵐

轟

撃

税
静
岡
、謳
哩

、

く

ダ

仲

仕
業

(
一
二
)
、
運

送
夫

業

稔

(鳥

取

、岡

山

、和
歌

山
)
、
賃
駕

籠

税

〔和

歌

山
)
、
船

.栗

税

(徳

島
∀
、
筏

乗

税

(群
馬

、
千
葉

、
静
岡

、
欄
山

、廣
島

、山

口
・
和
歌
山
)
・
易
占
業
謡

知
)
、
活
動
爲
轟

志

(鳥
取
)
、
屠
手
税
(島
根
)
。
死
苦

取
扱
人
税
(和
歌
山
)

曲
舞

税
の
中
注

克

醤
業
税

ミ
も
忍

ば
れ
る
も
の
が
あ
み
が
圭
こ
し
て
勢
働
に
服
す

ろ
者

に
射
し
て
課

す
る
硯
で
あ
ろ
か
ら
労
賃
税
こ
看
做
す
べ
き
で
あ
ろ
。
尤
』
傭
人
税
、

給
仕
人
税
、
酌
婦
稔
.
自
働
車
運
韓
手
税
ば
、
老
心
雇
主

に
頁
櫓

ぜ
し
む

る
ε
き
は
使
用
税
ぞ、
な
る
の
で
あ

ろ
。

り
錦

鯉

轡

編

が

い
剣

嘉

拳

鱒

㌍
雑

警

撃

　

の
一

葉

稔
(
三

、
立
木
伐
器

(甕

、三
重
、鷲

、蓮

宮

く

ご

く

崎
)
　
竹
木
流
下
業

税
(三
重
、
廣
局
、
和
歌
山
、高

知
)
、
筏
礎
(京
都
、
祀
井

、鳥
取
、
徳
島
、
高
知
)
、
筏
綱
場
税

(岐
阜
)
、
段
木
川
下
種
(岐
阜
)
、

鋳

論

義
圃

の
地
方
税
な
論
↑

第
十
三
巻

(第

三
號

七
五
)

三
六
九

.



,

時

論

我

国

の
地

方

税
な
論

ず

鋪

十

三
谷

(
第

三
號

七

穴
)

三

七
〇

〕

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O

F

b
獣

青

魚

濡

に
關

す

る
擦

利

業

に
税

す

う
も

の
一
I
I
乳
牛

挑

二

ご

、
買

取
牛

馬
硯

(九

)
、
挽

車
前
挽

牛

馬

税

(廣
島

、
鶴

岡
)
、
養

殖

税

(山

口
)
、

`
「

う

む
ロ

　

　

響
蕩

税
(山
旦

、
生
洲

税
ハ長
崎
)
、
鴨
網
税
二
蝸
岡
)
、

c
機
械
道
具

に
臆
す
み
も

の
-

動
力
機
械
税

(群
馬
、
栃
木

、静
岡
、
山
形
、徳
島

、大

分
、

佐

賀

)
、動

力

使
用

税

↓長

野
)
、
製
続

機
械

税
(
青
森

)
、
製
緕

釜
税

(埼

玉

、
山

梨

〉
、
紬

織

機

械
税

(鈍

見

島
)
、
炭
釜

税

(宮

城

、輻

島

、青

森

)
、
石

う

む

　

　
む

灰

直

税

ハ高

知

、
日

程

〔京
都

、長
崎

V拙
砕

響

稔

二
晒
岡

)
、
水

碓

税

へ長

崎
)
、
潜

水

器

税

(静
岡

♂
船
舶

税

(四

一
)
、被

曳
船

税

(
山
口
)
d
仕
事

場
螢

e
o

o

o
o

o
o

o

o
o
o

㍉

(

業

場

貯

藏
場

に
税

マ

る
も

の
・

工
場

税

(埼

玉

}
、
採

石
場

税

〔騰

馬

)
、
屠

場

粉

(
長
崎

、栃

木

、
長
野

、
富
城

＼

火
葎

場

税

(東
京

、

京
都

、
長

う

む

む
　

　

む
ロ

　
　

　

　
　

崎

、
徳

島

)
、
麹

室

税

(孫

岡
)
、
氷

室

税

〔宮
城

、輻
島

、山

形

、秋

田

、霧

山

一
、
e
電

熱

及
軌

滋

ド
税

す

る
も

の

電

柱
税

(三

九
)
、軌

道

税

(榊

奈

(

　

ラ

ゆ

む

り
む

川

、栃

木

、愛

知

、幅

島

}
、電

車
税

(
群
馬

、高

知

、沖

縄

て

軌

遣
取

税

(山

梨

、佐

賀

▼
、塊

叩
電

線
路

税

(群

馬

、徳

島
)
、
f
其

他

の
税
1

1
.代
書

人
税

(

(四

二

㌔
、覗

眼
鏡

税

(幅

岡
)
、
獄

種
税

(
京
都

)
、嚇

瑚
樹

探

採
種

(長
崎

、高

知

、宮

城

)
、探

湯
税

〔滋

賀

)
、廣

告

税

(
岐
阜

、鹿

島

、瀟

岡

)
、
塑

瓶

醗
(蜜

山

、
雨

間

、佐

賀

)
、
.

是
等

の
税

は
其
捕

捉

ぜ
ん

・こ
す

ろ
外

形
標

準

エ
リ

観

て

名
げ

ら
れ

た

親

の
に
過

ぎ
・
ぬ
、
其

外

形
標
準

ば

螢
業

破

鍋

た
推
定

す

ゐ
が

爲

め

に
存

す

る

も

の
で

あ

ろ
か
ら

、
以
上

の
税

国
大
艦
醤

業

税

ご

兄
イ
、差

支

な

い
。

ラ

レ
し

し

も
も

へ
ち

ヒ
ヤ

や

も

も
も

ら

5
資
本
利
子
稔
の
性
質
為
帯
ふ
ろ
も
の
一

賛
全
貌

〔群
馬
、栃

木
、宮
城
、
巖
手
、
青
森
、愛
知
、島
根
)
.
I
-
:

此
税
ば
貸
金
韻
文
に
利
子
額

々
標
準

ミ
し

(

て
課
す

ろ
、
敏

に
雌

益

税
こ

な

ろ
。

う

し
セ

も

つ
も

し
も

ヘ
ヘ

へ
も

し

6

家

屋
税

の
性

質

な
帯

ふ

ろ
も

の
-
一

私
法

人
建

物

穐

(四

七
)
、
建

物
建

築

税
(
二
八
)
、
猟
}物

賃
貸

税

〔
…

…
}
。前

二
者

に

、
反
面

よ
り

観

て

、住

家

(

税
即

ち

使
用

脱

ぐ」
す

る
こ
こ
が

出

来

る
。
.

、
.

、
.

ラ

も

ヘ

ヨ
も

も
ち

ヘ
ヘ

セ
め

7

地

租

の
性

質

鳥
箒

ふ

ろ
も

の
-
.
.・.段
別

税

(岡

山

、
藤

島
)

.

ぐ
　

ラ

あ
も

カ
ち

も

あ
も
あ

ち

し
も

セ

8
所
得
税
の
性

質
た
帯
ふ
る
も
の
一

特
別

所
得

税
(京
都
閃
徳
島
、宮
城
)

(ラ

ヘ

ヤ

セ

し

ヘ

セ

セ

し

も

ち

も

へ

9
流
通
税
の
性
質
為
帯
ふ
ろ
も
の
一

不
動
産
所
得
説
(四
七
)

(以
上
論
ず
る
所

に
依
て
之
を
観
る
ご
、
雑
種
税
は
鞍
業
税
ε
似
通

っ
陀
も
の
を
多
く
持

っ
て
る
る
ご
共

に
、
家

`

.



`

.

屋
税
地
租

の
如
き
あ
の
迄
を
も
包
容
し
て
居
る
か
ら
、
牧
谷
税
系
統
の
孚
面
を
具

へ
る
も
の
ご
云
ふ
ピ

ご
が
轟
氷

る
、
而
し
て
叉
同
時

に
亦
使
用
挽
殊
に
奢
侈
税
罫
に
流
通
税
に
漏
す
、べ
き
椀
を
有
し
て
み
る
か
ら
使
用
視
流
通
税

の
孚
面
を
有
す

る
も
の
ε
も
云
は
ね
は
な
ら
濾
、
そ
の
何
れ
の
部
分
子
が
最
も
重
き
を
な
す
か
は
、
之
を
牧
人
の

　

上
に
徴
す

る
よ
り
外
な

い
。

今
此
見

地

に
立

て
、
雑
種

穐

の
牧

人
を
種
類

別
に
し

て
見

れ
ば
左

の
如

く
で
あ

る
。

一
、
使
用
税
の
性
質
な
帯
ふ

ろ
も
の

(f)(a)

一 一rノ 、一 覧
5群 書 白 倉牛 船 水 出車

莚 働 韓

芒猟 犬 庫 馬 車

陰 草 車

舌脱税 税 挽 脱税 酷 税税

・

馬

植

税

櫨

税

計

二
、
娯
樂
税
の
性
質
組
帯
ふ
ろ
も
の

藝

奴

髭

.

其
他
の

藝

人

税

演

劇

税

興

行

税

.

観

魔

税

遊
興
所
税
(
人
寄
席

粉
劇
場
税
等
)

飲

食

店

穂

料

理

店

税

計

時

論

我
圃
の
地
方
税
な
論
ず

ロ

六
、
四穴
一
、
一穴

穴
δ
只

、四
充

電=
】
、=
心

{{三

「亮
阻

吾

望

見六
唱

四
芸

、
一箇

嬬
尭

、四茜

冒=
三
、四
男

一
晃
酋
交

　8

璽

〔六

至
、六
七
八
、豊

山　

『
養
六
、至

近

六
な

ぜ
♂

九
六
四
、舌
　

八
塑

δ
三
口

誉

0
、倉

(

三
五
、交

(

三

四
君

六出

二
八
八
δ
六
こ

…(、四
男

、
四
8

三
、
水
産
税
其
他
特
殊
瞥
業
税
の
性
質
を
帯

ぶ
る
も
の

市湯 沈埋 屠 竜漁

髪
勝屋 本 番柱 梁

人

税脱税 脱 税脱税

立
木
伐
採
・筏
・其
他
類
似
税

機
械
税

道

具

税

計

四
-
流
通
税
の
性
質
々
帯

ぷ
ろ
も

の

不
動
産

取

得

税

五
、
家
屋
稀
の
性
質

を
帯

ぶ
る
も
の

私
法
人

建

物

税

建

物

建
.
築

税

建

物

賃

貸

程

計

九 八 七 六
、 、 、 、

屠 所段 貸

畜 得 加 金

脱 税穐 税

第
†
三
巻

(第

三
號

七
七
)

三
七

一

一
、
二
四
四
、九
〇
七

五
髭

、
七
六

ノ

塞

く
、
(
(
六

三
莞

、
苫

{

耳
穴
開
£

垂.

=
七
、
異

七

【
三

£
〈
三

一
二
四
、
{〔コ
.

=

八
、
葦

0

斗
、
四
合

、
A
吾

.
　

四
、
ロ
　三

、
湘
　三

て
　茜

O
.
九
異

可=
=
、
晃

昌

三

(
、
発

0

…「、
ズ

0
こ

夫

(

垂

、
九
=

九
、
究

四

九
】
、
究

減

監

(
、
(
盒

・

』
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「
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9

6

時

論

我
圃
の
地
渥
税
な
論
ず

第
十
三
侮

(第
三
號

七
八
)

三
七
二

府
縣
雑
種
視

の
総
額

は
、
三

五
、
二
八
大

、七

九

一
圓

で
あ

る
、
其
中

で
使
用
税
は
四
割
五

分
.
娯
樂

挽
は

】
割

二

分
、

瞥

業
視

は

}
割
弱

、

流

逋
税
は

一
割

一
分

、

家

屋

税
は
六

分
位

を
占

め
て
居

る
、

間
接

消
費
税

、
資
本

利
子
税
、地

租
、
所
得
税

の
性

質
を
帯
ふ

る
税

に
至

っ
て

は
、
殆
ご

之
を
顧

み

る
要
が
な

い
程

で
あ

る
。
そ
う

し
て

見
る
く

欝

隙

審

審

慰

忽

欝

礎

欝
欝

雰

を
詠

い
硲

器

趣

畜

拠

郵

蕃

腰
粟
穂
ウ
踏
か
ひ
か
騨
酔
禦
か
が
貯

砂
輸
穂
鶴
硬
肘
枕
か
暫
業
糖
験
熱
穂
伽
蝕
勅
鉱
罫

で
か
ひ
び
α
か
い
霞

カ

う

ヤ

ほ

も
　

ね

ば

な

ら

の

。

・

.

第
七

戸

数

割

の

本

質

戸
激
割

は
前

に
も
述

べ
た
通
り
、

一
戸

を
構

ふ
る
者

に
劉

し
て
課
す

る
税

で
め

る
。
・然
ら

ば
其

一
戸

ε
は
何

を

い
ふ
か
ε

い
ふ
問
題
が
起

っ
て
来

る
。
此

問
題

に
就

て

は
色

々
の
見
解
が

あ
ら

う
が
、
戸

敷

割
を
課

す

べ
.き
戸

ご

い
ふ
は
、
少
く

・し
も
戸
籍

上

の
戸

を
指
す
も

の
で
な

い

こ
ε
は
確

で
あ
る
。
蓋

し
戸
籍

上
の

一
戸

に
踊
す

る
も

の

も

出
で

》
は
数
箇

の
家
計

を
形

づ
く
る
も

の
が
あ

る
ざ

同
時

に
、
戸
籍

上

の
戸

を
異

に
す

る
も

の
も

一
家
計
を

な

す

も
の
が

あ

っ
て
一
戸
籍

上

の
戸

は
縫
濟

生
活

の
軍
位

ご
没

交
渉

の
も

の
が

あ
る
か
ら

で
み

る
。
地

方
挽

ご
し
て

戸

"
視
せ
ん
ε
せ
ば
、
其
地
方
に
生
活
し
て
み
る
経
済
生
活

の
軍
籍

る
戸
を
捕
捉
せ
ね
ば
な
ら
沁
。
從
て
戸
は

経
済
生
活
の
軍
位
即
ち
世
帯
こ
な

っ
て
楽
な
け
れ
ば
な
ら
戯
、
各
店
縣
令
に
依

っ
て
規
定
す
る
所

}
に
は
締
す
ま

い
が
・
戸
数
罰
脚
が
嘗
慮

秘

ε

グ
℃
呼
ド
・
從
グ
℃
炉
数
射
か
坐
欝
喋

痢
型
押
e
樹
世
帯
忠
か
が
ポ
。

.



戸
数
射
の
賦
課
方
法
は
昏
店
懸
ε
も
配
賦
主
義

に
依

っ
て
み
る
。
即
ち
直
接
個
人
に
賦
課
せ
な
い
で
市
町
村

に

配
賦
す
る
の
で
あ
る
か其
配
賦
に
際
し
て
は
各
町
村
の
間

に
差
等

忙
設

げ
な
い
で
、均

↓
的

に
其
戸
敷
に
按
分
す

る

の
が
普
通
で
あ

る
。
唯
例
外

ε
し
て
、
或
は
市
町
村
に
等
級
を
附
し
て
其
間
に
配
賦
す
る
割
合
を
異
に
す
る
が
あ

b
、
或
は
市
町
村
の
戸
藪
ご
直
接
国
税
府
縣
税
の
額
ε
の
こ
の
標
準
に
依

っ
て
配
賦
の
割
合
恕
定

め
る
の
が
あ
り

或
は
此
二
方
法
を
並
用
す
る
の
が
あ
る
。
此
く
し
て
各
市
町
村
に
配
賦
せ
ら
れ
る
ご
、
各
市
町
村
は

一
定
の
課
税

む

む

む

　

標
準

に
依
て
、
各
戸
に
課
税
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
課
税
標
準

に
關
し
て
は
、
府
縣
が

一
般
的
規
則
を
示
す

こ
ε
も
あ
る
が
、
全
然
市
町
村

に
委
任
せ
ら

れ
る

の
が
多

い
.
そ

こ
で
實
際
の
課
視
標
単
数
種

々
様

々

に
な

っ

て
居

っ
て
、
今
日
に
於
て
は
、
概
略
四
百
四
十
二
極
も
あ
る
ε
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
真
中
で
最
も
主
な
る
も
の
は

も

も

ヒ

も

七

こ
す

る
こ
ご
が
出
來

る
。
其

一
は
見
立
割

に
依

る

も
の
、
(典
例

は

一
二
市
庭

、
四

、六
九

二
町
村

、
計
四

、七

〇

あ

ぬ

も

へ

も

や

も

セ

四
)
其
二
は
、
其
戸

の
所
得
巴
資
産
ご
生
活
状
態
Σ
に
依
る
も
の

(典
例
底
四
布
、
五
三

↓
町
村
計
五

二
五
)、
其

へ

　

し

や

つ

ヤ

リ

ヤ

三
は
共
用
の
所
得
ご
納
税
額
ε
に
依
る
も
の
.(
典
例
は
、
四
六
〇
町
村
)、
其
四
は
其
戸
の
納
税
額

に
依
る
も
の
、

へ

も

(其
例
は
四
六
〇
町
村
)
、
共
石
に
其
戸

の
所
得
に
依
る
も
の
(
其
例
は

「
市
四
二
〇
町
村
計
四
一
二

)
、
其
六
は
其

カ

ヤ

コ

も

も

う

戸

の
資
産

ど
生
活
撚
態
`
に
依
る
も
の
〔典
例
は
二
布
三
八
三
町
村
計
三
八
五
)
、
其
七
は
某
月
の
納
椀
貌
`
生
活

歌
態
ご
に
依
る
も
の
(其
例
は
三
三
三
町
村
)
で
あ
る
。
此
等
の
標
準
の
中

で
笛
刀
二
乃
至
第
七
を
探

る
も
の
は
、
直

へ

め

接

に
所
得
を
通
し
、
間
接
に
資
産
や
生
活
歌
態
や
納
税
額
を
通
し
て
、
其
戸
の
憺

税
力
を
捕
捉
す

る
か
ら
.
戸
激

つ

へ

も

も

も

も

も

も

　

コ

た

カ

も

あ

し

も

カ

も

も

し

カ

ら

も

へ

割

は
人
税

の
性
質
を
帯

び
所
得

税
を
補

ふ
も

の
だ
な

っ
て
凍

る
。

之

に
反

し
て
、
第

一.
の
課

税
標

準
た
る
見
立
割

時

論

我
国
の
地
方
税
漏
論
ず

第
十
三
巻

(第
三
號

七
九
)

]二
七
三

鴨

.



▼

時

論

我
国
の
地
方
税
蝕
論
す

コ

第
十
三
雀

(第
三
.號

八
O
)

三
七
四

に
至

っ
て
は
噛確
固

た

る
客
観
的
標
準

を
鉄

く

か
ら

戸
数

割
の
本
質

を
不

明
瞭

ご
す

る
嫌

が
あ

る
。
さ
り

乍
ら
.見

立

割
を
す

る
ご
.し

て
も

、
決

し
て
各

戸

に
同

一
額

の
挽

を
課
す

る
の
で
は

な
く
、
必

ず
や
各

戸

に
等
級
を
立

て
、其

等

級

に
從
て
そ
れ
相
悉

の
税

を
賦
課

す

る

こ
ご
に
な
ら

う
。
是

が
故

に
戸

敷
割

の
目
標

は
理

論
上
各

戸

の
澹
視
力

に

も

し

や

を

ら

へ

も

マ

ヘ

ヘ

ヘ

コ

ヘ

ロ

カ

も

い

あ

　マ

も

た

モ

へ

も

カ

も

や

ヤ

へ

存

ぜ
ね
ば
な
ら

諏
。
さ
臥
な

る
8
、
戸
敷

割
は
見

立
割

を

し
て
も
矢

張
人
枕

で
あ

っ
て
、
所

得
税

ε
同
じ
精

神
よ
り

ヤ

ヤ

ろ

わ

も

や

ヤ

ぬ

う

た

た

い

ヘ

ヘ

へ

出
炭
る
税
で
あ

る
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
隙
。或
は
之
を
所
得
税
の
最
も
幼
稚
な
る
形
ご
見
て
も
可
か
ら
う
。
兎
に
角
見

立
て
に
際
し
て
擦

る
べ
き
客
観
的

㊨
標
準
が
な

い
か
ら
、
當
局
者
は
漫
に
納
税
者

の
等
級
を
上
げ
た
耐
下
げ
た
b

し
て
、
課
税
上
不
公
子
な
る
礎
置
を
な
し
て
悼
ら
激
こ
ε
も
起
て
來
る
是
れ
。
此
硫
の
大
敏
黙
`
す

る
所

で
め
る
。

之
を
要
す

る
に
戸
敷
割
は
聚
蓮

の
極
て
幼
稚
な
る
も
の
で
は
め
る
が

所
得
税
の

型
の
中

に
嵌
ま
る
も
の
で

あ

る
、
故

に
之
を
人
税

ご
い
ふ
の
で
あ
る
。

此

の
如
く
戸
敷
割
は
茸
性
質
か
ら
見
て
入
税
で
あ
る
、
從

っ
て
家
屋
税

ε
は
大
に
性
質
を
異
に
す
る
も
の
ε
謂

府
縣
税
家

は
ね
ば
准
ら
ぬ
。然

る
に
我
國
法
は
、
家
屋
税
賦
課
の
地

に
於
で
は
戸
敷
割
を
賦
課
す

る
こ
ご
を
得
な

hM
(屋
税
に
聞

す
る
勅
令
)
ε
定
め
、
豪
屋
税
ε
戸
数
割
は
邊
繹
的
の
も
の
ご
し
て
る
る
、
戸
数
割
ε
家
屋
税
ε
を
相
類
せ
る
税
ε
見

本
交
但
書

る
に
あ
ら
ポ
れ
ば
、此

の
如
き
立
法
は
出
て
來
な

い
筈
で
あ
る
。
之
を
立
法
の
錯
誤
ε
い
は
す
し
て
何
こ
い
は
う
ゆ

第
八

浜一L.ρ1」し』

論

噛

.
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以
上
の
研
究

に
依
て
、
余
輩
は
先
づ
、我
國
の
地
方
税
制
度
が
戸
敷
割
、
雑
種
税
、
地
租
附
加
税
、
瞥
業
挽
及
其
附

加
挽
、
所
得
視
附
加
税
に
依

っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
み
る
こ
蓬
を
知

っ
た
。
次

に
特
別
視
た
る
道
府
縣
笹
葉
視
.雑

種
挽
、
戸
敷
割
が
如
何
な
る
視
で
あ
る
か
を
研
究
し
て
、
道
府
縣
鞍
業
挽
は
小
商
工
業
に
祝
す

る
を
旨

ε
し
職
業
挽

の
分
子
を
加
味
し
イ
、
み
る
も
の
で
あ
b
、
雑
種
税
は
使
用
槍
瞥
業
視
流
通
税
等
の
諸
椀
を
包
容
す
る
税
で
あ
b
、
戸

撒
割
は
大
膿

に
人
税
で
あ

っ
て
、
最
も
獲
達
せ
ざ
る
所
得
税
の
形
を
具

へ
て
る
る
も
の
で
あ

る
こ
ε
を
知

っ
た
。

是
に
至
っ
て
、
余
輩
は
我
地
方
税
制
度
の
本
質
を
明
に
す

る
こ
≦
が
潤
来
る
の
で
あ
み
。
即
ち
我
地
方
税
制
度
は

押
椰
が
野
野
が
ゼ
経
が
口
細
ピ
ワ
費
繹
健

側
肝
穂
滞
留
穂
ゼ
堺
F
鞍
ゲ
空
が
ボ
ぴ
研
創
詩
神
ぞ
ボ
魍
細
細
・

薙
に
入
税
ε
い
ふ
は
、所
得
税
附
加
税
ご
戸
敷
割
を
摺
す
の
で
あ
り
、
物
視
ε
い
ふ
は
、
地
.租
附
加
税
ε
瞥
業
税

及
附
加
税
等
の
牧
盗
視
を
指
す

の
で
あ
る
。
而
し
て
地
方
税
全
艦
の
牧
人
よ
り
見
れ
ば
戸
敷
割
は
其
四
割
七
分
、
地

租
附
加
税
は

一
割
九
分
弱
、
雑
種
椀
は

一
割
、
瞥
業
税
及
其
附
加
椀
ε
所
得
税
附
加
税
は
各

八
分
を
占
む
る
の
で

あ
る
か
ら
藪
に
い
ふ
人
税
は
五
割
五
分
、
物
税
は
約
三
割
(雑
種
税
の

一
部
を
加

へ
)
を
占

め
て
み
る
こ
ε

、
な
る

む

む

む

ほ

む

む

　

む

　

り

む

　

　

　

　

　

　

　

　

む

の
で
あ
る
。
是

に
於
て
我
地
方
税

は
人
税
を
中
軸

ε
し
物
税
を
勿
翼

ε
す

る
も
の
で
あ
る
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

所
で
、
其
地

方
税
の
中
軸

に
居
る
戸
数
割
は
租
税
窪
し
て
街
獲
達

の
幼
稚
な
る
.も
⑳
で
み

る
、
物
税
の
両
骨
子

た
る
地
租
ε
管
楽
挽
賦
、
或
は
其
附
加
税
の
制
限
率
を
超

へ
、
或
は
之
に
肉
薄
せ
ん
ご
し
つ
Σ
あ
っ
て
、
行

き
詰

り
の
状
態
を
示
し
て
み
る
。
是

に
於
て
地
方
税
制
度
は
何
ε
か
整
理
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
其
如
何
に

整
理
す

べ
き
か
は
筆
を
改

め
て
次
號
に
論
じ
や
う
ご
思
ふ
。

時

論

我
國
の
地
方
税
た
論
ず

第
十
三
巻

(第
三
號

入
ご

三
七
五
.

.


